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○令和７年１２月１５日（月） 

 開議 午前１０時００分 

 閉会 午後 ４ 時３０分 
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 委 員  江 川 あ や     委 員  石 川 厚 子 

 委 員  上 野 和 幸      
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 議 長  福 居 秀 雄     副 議 長  品 田 ときえ 

 

○説明員 

 副 市 長  菅 野 直 行     子育て支援部長  向 井 泰 子 

 総 合 政 策 部 長  熊 谷 好 規     子育て支援部こども保育課長  熊 谷   修 

 総合政策部次長  小 澤 直 樹     環 境 部 長  太 田 誠 二 

 行財政改革推進部長  浅 利   豪     消 防 長  河 端 勝 彦 

 行財政改革推進部行政改革課長  梶 山 朋 宏     教 育 長  和 田 英 邦 

 女性活躍推進部長  片 岡 晃 恵     学 校 教 育 部 長  坂 本 考 生 

 総 務 部 長  土 岐 尚 義     学校教育部学校保健課長  池 田 満 則 

 市 民 生 活 部 長  樽 井 里 美     社 会 教 育 部 長  田 村   司 

 市民生活部市民課長  齊 藤 淳 起     社会教育部次長  岩 崎   功 

 福 祉 保 険 部 長  川 邊   仁     水道事業管理者  佐 藤 幸 輝 

 福祉保険部保険制度担当部長  高 田 敏 和     上 下 水 道 部 長  幾 原 春 実 

 福祉保険部長寿社会課長  宮 川 浩 一 

 

○事務局出席職員 

 議 会 事 務 局 長  稲 田 俊 幸     議事調査課書記  髙 橋 理 恵 

 議会事務局次長  林 上 敦 裕     議事調査課書記  朝 倉 あゆみ 
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開議 午前１０時００分 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○高花委員長 ただいまから、補正予算等審査特別委員会を開会いたします。 

 本日の出席委員は、全員でありますので、これより会議を開きます。 

 それでは、前回に引き続き、議案第２号ないし議案第３９号の令和７年度旭川市各会計補正予算

とこれに関連を有する議案及び単独議案の以上３８件を一括して議題といたします。 

 これより、質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○塩尻委員 おはようございます。 

 時間もあまりありませんので、早速、質疑のほうに入りたいと思うんですが、まず初めに、２款

３項１目ということで、市民課ＤＸ推進費に入るんですけど、今回の補正の中で、目玉といいます

か、機構改革ということで、少し前につくっては今回なくなったりとかというところで、不安なと

ころもあるんですけども、機構改革自体は私としては進めるべきだとは思っております。 

 前回の選挙のときに、旭川大学で討論会のようなことをしたところで、たしか、相談の受付、相

談窓口とか、そういったところで、たらい回しとか、つながらないとか、そういった件に関してだ

ったかと思うんですけども、それはどうやれば改善できるかというところで、一回、全部壊してつ

くり直したほうがいいんじゃないかということで話しました。ちょっと極端な言い方ですけども、

それぐらいの考え方でやらないと、今の、こういった、たくさん業務が広がっていることは改善で

きないんじゃないかというふうに感じております。 

 今回、多数の議員さんも質疑されておりますし、担当部署もお忙しそうでありますので、個別の

やり取りはしますけども、今回、質疑しないながら、ちょっと一言だけ、意見として片隅に置いて

おいていただきたいなというのが、副市長もいらっしゃいますし、ありまして、せっかく組織の形

に手を入れるわけでありますので、ぜひ、部とか課だけの改革だけじゃなくて、やはり、いろんな

ところで、先ほども申し上げた、つながらないとか、たらい回しとか、そういったことも起きてい

ますので、そういったことが起きないように、毛細血管のように隅まで届くような改革にしていた

だきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 ということで、今回、システム改修費ということで補正のほうが計上されております。 

 毎度毎度、補正のたびに、予算が組まれるたびにシステム改修費という項目がたくさんありまし

て、本当に、無駄とは言わないにしても、どれだけシステムが乱立しているのかなというところで

正直うんざりしているところもあるのですけども、まずは補正の概要について伺いたいと思いま

す。 

○齊藤市民生活部市民課長 今回の補正の概要ですが、戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正を含

む行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法

律、いわゆるマイナンバー法等の改正に伴い、現在進めている戸籍の記載事項として氏名の振り仮

名を追加する業務のうち、これを住民票等に記載するため、住民基本台帳システムの改修を行うも

のであり、補正額は１千６８３万円となっております。 

○塩尻委員 振り仮名を振るということで、令和６年第１回定例会のところからの補正のスタート

だったかなと思うんですけども、これまでどのようなものがあったのか、伺いたいと思います。 
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○齊藤市民生活部市民課長 令和６年度からのマイナンバー法等の改正に伴う戸籍情報システムや

戸籍附票システム等の改修としましては、戸籍に振り仮名を記載できるようにする戸籍情報システ

ム改修業務、戸籍付票に振り仮名を記載できるようにする戸籍附票システム改修業務、住民基本台

帳システム等で振り仮名情報等を扱う機能を追加する振り仮名法制化改正対応業務、仮の振り仮名

を出力するための振り仮名通知出力機能に係る戸籍情報システム改修業務、一括で戸籍に振り仮名

を記載できるようにする振り仮名の市町村記録に係る戸籍情報システム改修業務に、今回補正する

住民基本台帳システム改修業務と合わせて６件でございます。 

○塩尻委員 今、御答弁をいただきましたけども、これまで、振り仮名の追加業務でかかってきた

費用というのがどれぐらいなのかということと、今回のシステム改修の内容について伺いたいと思

います。 

○齊藤市民生活部市民課長 先ほど答弁いたしました令和６年度及び令和７年度に実施しておりま

す戸籍情報システムの改修や今回の補正分を含む６つのシステム改修として計５千１７５万５千

円、令和７年度に実施しております対象者への通知書送付を含めた戸籍振り仮名の通知に係る費用

並びに戸籍振り仮名事業に係る会計年度任用職員人件費及び事務費として計３千７１３万１千円と

なっており、これまでの費用の合計といたしましては８千８８８万６千円であり、原則、国費で対

応しております。 

 また、今回のシステム改修につきましては、戸籍に記載された振り仮名を一括で住民基本台帳シ

ステムに取り込み、住民票等に振り仮名を記載するための改修となっております。 

○塩尻委員 原則、国費でということでありますけども、その辺は後でまたお聞きしますが、先

日、子育て支援部の方といろいろとやり取りさせていただいたんですけども、最近、議論されてい

る３歳児未満の保育料の、無償化する、しないの話で、市としても財源が必要になるので、４．２

億円ほどでしたか、必要だからなかなか難しいということでありまして、ただ、確かに、無償化し

ようと思ったらそれだけの費用がかかるから難しいというのは分かるんですけども、結局、そこに

またシステムがあるんですね。所得とか世帯構成とか、いろんな、そういったことを把握した上で

対象世帯を把握する、そこにまたシステムがかかっていると。そういったものを、結局、一個一個

チェックして、対象になるか、ならないかというのを把握しなきゃいけない作業があるから、そこ

にシステムが必要になってくるんじゃないかなと思いまして、そういったことを把握しなくてよく

なってシステムが要らなくなったら、大分費用を削減できるんじゃないですかという話をしました

けども、なかなか、やっぱり、そこ単独だけのシステムを取り除くことというのは難しいので、費

用としての削減効果は、算出自体も難しいし、そこまで大きな削減にはならないんじゃないかとい

うことではあったんですけども、結局、子育て支援部の中にもシステムがあって、例えば、介護事

業のところにもシステムがあって、本来１個のシステムの中で各部署が抽出して使えるようにする

ことができれば一番無駄がなくなるのになあというふうに、いろいろやり取りしながら改めて感じ

たところなんですけども、ただ、今、標準化に向けて進んでいて、いろんなことを一遍にやって市

民サービスが止まっちゃったら一番大変なことになるので、まずは止まらないことを第一として考

えているということでもあるので、今は無理にしても、そのあたりも、今後、将来的にはそういっ

た状況にしていっていただきたいなと思っております。 

 また、話は戻りますけども、手続的に、市のほうから確認の案内はがきが届いて、振り仮名が正
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しいか間違っているかというのを市のほうに届けるという状況であると思うんですけれども、この

やり取りの中で、苦情とかトラブルとか、そういったことはないのか、確認したいと思います。 

○齊藤市民生活部市民課長 対象者にお送りした通知書の内容から、日常使用している氏名の漢字

との違いや本籍地と現住所の違いについてのお問合せは多くございましたが、振り仮名に関しまし

て苦情を受けたりトラブルとなったりしたケースは特にございませんでした。 

○塩尻委員 何らかの形で、いろいろな、これまでの市が保有している情報を基に振り仮名を振っ

ていく形になって、それを郵送しているというところかと思うんですけども、特定できない振り仮

名というのはあったのか、確認したいと思います。 

○齊藤市民生活部市民課長 平成１４年以前に国外に転出された方につきましては、全国住民基本

台帳ネットワークシステム上に住民記録情報がなく、仮の振り仮名が未収集のため、特定できない

振り仮名がございました。 

 なお、特定できない場合は、国外から転入手続の際に氏名の振り仮名の届出の勧奨を行っており

ます。 

○塩尻委員 海外に昔からずっと住まわれている方ということで、例えば、海外で仕事をしながら

も、定年といいますか、現役をリタイアして、あとは老後を日本で暮らそうという方もいらっしゃ

るかなと思うんですけれども、そういった方は転入手続の際にということで、今のこのシステムの

中ではそのままでいいと思うんですけど、また、例えば、１０年後とかにいろんなことが変わって

いったときに、こういう方が対応方法が変わったことで取り残されるということがないように注意

していただきたいなというふうに思っております。 

 次に、先ほども御答弁をいただいた、全額、原則としては国費ということでありますけども、こ

れまで、国費で補えなかったといいますか、自腹を切っている、市独自の財源を使っちゃっている

ということはなかったのか、確認したいと思います。 

○齊藤市民生活部市民課長 先ほど、原則、国費で対応と答弁いたしましたが、対象者への通知書

送付におきまして、郵送方法の一部をはがきから封書に変更したことによりまして、封書について

は補助対象外となる見込みであり、２万５千３１５円が市からの持ち出しとなる可能性がございま

す。 

○塩尻委員 これまでも、様々な事業で、国費でいろいろとやってくださいよということで国のほ

うからいろいろ指示とか通達、そういうこともありますけども、結局、これまでも地方自治体で負

担しているじゃないかということで、一番不満に思っているのは皆さんだとは思うんですけども、

そういったことも、やっぱり、ちりも積もれば山となるじゃないですけども、様々な負担が皆さん

にのしかかってきてしまっているところでありますし、そういったところの負担というのは市民に

対する負担にもなりますので、そういったことで、ぜひ、国のほうにも、そういうところまでしっ

かり面倒見てくれよということで意見を言っていただければなというふうに思います。 

 今後、まだまだ、この事業自体は、様々、形も変わって、次の段階、次の段階というふうになっ

ていかなきゃいけないのだとは思うんですけども、今後のスケジュールについて伺いたいと思いま

す。 

○齊藤市民生活部市民課長 今後のスケジュールについてですが、今回のシステム改修は、令和８

年５月２６日までに終了する必要があることから、令和８年１月に委託契約を締結し、３月末まで
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に改修を終える予定となっております。また、振り仮名追加業務全般ですが、令和８年５月２６日

以後に、順次、戸籍に振り仮名が記載され、それが住民票に、順次、記載される流れとなっており

ます。 

 全ての方の戸籍及び住民票に氏名の振り仮名の記載が終了するまでには一定の期間を要すること

が想定されるところでございますので、今後、国から示される各業務スケジュールに沿って業務に

対応してまいりたいと思います。 

○塩尻委員 今回の補正自体は、今やっている事業自体は新たに行う追加作業みたいなところです

ので、システム改修が必要というのは仕方ないかなとは思うんですけども、まさに、今、全国の全

自治体がこれにお金を使わなきゃいけなくなっているということで、まさにベンダーロックイン状

態なのかなというふうに思いまして、本当に幾らお金を使っているんだという感じなんですよね。 

 これまでも、ＩＴだとかＡＩだとか、いろいろ、時代が変わっていますけれども、先日、これま

でグレーゾーンと言われていた地方自治体が保有するソフトウエアなどのプログラム、こういった

ものの著作物、これをオープンソース化することについて、総務省の見解として、これは法的に問

題ないということで発言されました。これによって、結局、各自治体がばらばらで使っていて、自

分たちの情報を外に出せなかった、出したらまずいかもしれないから出せなかったというのが、出

せるようになってくることになります。 

 なので、ただただ、じゃ、どこのソフトウエア、オープンソースを使うんだということにもなり

ますけども、これまでとがらっと変わったようなシステム構築とか、そういったこともできるよう

になってくると思いますので、今回は振り仮名の件なので全部ということじゃないですけども、全

体的に見ていろいろと変わっていくかと思いますので、できる限りこういったところから、無駄な

システムがないようなスリムな構築をできるように取り組んでいただきたいなということを申し上

げて、この項目については終わりたいと思います。 

 次に、３款３項２目の地域自立生活支援等事業費についてですけども、成年後見制度の関係です

ね。こちらに関して、まずは、今回の補正の理由と補正財源の内訳についてお答えいただきたいと

思います。 

○宮川福祉保険部長寿社会課長 地域自立生活支援等事業費のうち、成年後見制度の申立てが困難

な場合の市長申立てや、成年後見人への報酬支払いが困難な場合の助成を事業内容とする成年後見

制度利用支援事業について、報酬に係る助成の件数が当初見込みの１２５件に対して１７０件程度

に増加することが見込まれますことから、所要の額を補正しようとするものでございます。 

 補正額は１千１８３万２千円で、財源は国庫支出金４５５万５千円、道支出金２２７万８千円、

一般会計からの繰入金２７７万８千円、介護給付費準備基金からの繰入金２７２万１千円となって

おります。 

○塩尻委員 先日の質疑と重なるところはあったかと思うんですけども、次に進めていきたいなと

思いますが、国による財政措置の内容について伺いたいと思います。 

○宮川福祉保険部長寿社会課長 本事業は、地域支援事業交付金のメニューの一つである成年後見

制度利用支援事業を活用しております。 

 低所得の高齢者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより権利擁護を図ることを目的と

しており、実施主体は市町村で、負担割合は、国１００分の３８．５、都道府県１００分の１９．
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２５、市町村１００分の１９．２５、第１号被保険者保険料１００分の２３となっております。 

○塩尻委員 国の成年後見制度利用支援事業を活用していて、本市と同様に、成年後見人への報酬

支払い、この助成を実施している市町村というのはどれくらいあるのか、お聞かせいただきたいと

思います。 

○宮川福祉保険部長寿社会課長 令和６年度の実績で申しますと、１千６３７市町村で実施をされ

ており、全市町村に占める割合は９４％となっております。 

○塩尻委員 ９４％ということで、かなり高い割合となっていて、逆に、６％のところは特にそう

いう要望が出ていないのか、どうなんだろうなというふうには思います。 

 全国的に実施されている事業ということでありますけれども、ほかの都市でも、本市と同様に報

酬の支払いの助成件数、これは増加しているのかどうかというところを、把握しているものがあれ

ばで結構ですので、お答えいただきたいと思います。 

○宮川福祉保険部長寿社会課長 札幌市と函館市の状況についてお答えをいたします。 

 助成対象者の収入要件等が異なるため、本市の件数との比較は困難でありますが、まず、札幌市

は、令和４年度１５１件、令和５年度２０３件、令和６年度２４８件、次に、函館市は、令和４年

度７４件、令和５年度８７件、令和６年度１００件となっており、いずれも増加傾向にございま

す。 

○塩尻委員 札幌も函館も増加傾向にあるということで、全国的にそういう形になっているのかな

とは思うんですけども、ただ、本市として、旭川の当初見込みと比較すると１．５倍ということ

で、すごく増加率が高い状況ということで、私も以前から成年後見制度はいろいろ質疑させていた

だく中で、それだけ割合が増える、利用者数、件数が増えるということは、それだけ困っている人

も多いんだけども、それに手を差し伸べられているということでもあるのかなというふうには思い

ます。 

 ただ、反面、私も議員になる前に自分で感じたことで、必ずしもこの制度を利用されている方、

利用者が、自分の不利益を生じていないかとなると、現場になると、場合によっては、本当にこの

後見人の方でいいのかなという方もいらっしゃって、その場合、やっぱり、利用者に不利益が生じ

ているというところで、現場でどうなるかというのを皆さんがどうこうできるところではないかと

は思うんですけども、ただ、そういったこともできる限りなくさなきゃいけないと思いますので、

そういったことにも目を配りながら進めていただきたいなというふうに思っております。 

 そのあたりはまた別な点なので、今回はちょっと違った視点でお聞きしていきたいなと思うんで

すけども、今回は補正額も大きくて、今後、介護保険料への影響、こういったところがとても気に

なるところでもあります。 

 そもそも、成年後見制度利用支援事業、これについて、第９期介護保険事業計画、この中ではど

のように掲載されているのか、伺いたいと思います。 

○宮川福祉保険部長寿社会課長 本事業は、第９期計画において、基本目標２、高齢者と家族が住

み慣れた地域で安全・安心に暮らし続けられる支援体制の深化に位置づけており、権利擁護の推進

として利用支援を推進する旨を掲載しております。 

 あわせて、期間内の報酬助成件数の見込み数について、高齢者に関して、令和６年度から８年度

の各年度において１００件としております。 
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○塩尻委員 令和７年度の見込みについて、計画上は１００件である中で１７０件ということで、

増加していることになるのですけども、今後、第１号被保険者保険料への影響というのはどのよう

になるのか、お答えいただきたいと思います。 

○宮川福祉保険部長寿社会課長 今回の補正予算案につきましては、第１号被保険者保険料により

充当する部分を介護給付費準備基金からの繰入金で対応することとしており、第９期計画の期間内

における介護保険料への影響は生じないところであります。 

○塩尻委員 次に、令和９年度以降、第１０期計画の期間内について、保険料の影響をどのように

見込まれているのかということについて伺いたいと思います。 

○宮川福祉保険部長寿社会課長 成年後見制度利用支援事業の助成件数につきましては、高齢化の

進行による認知症有病率の高まりなどが想定されますことから、増加を見込んでおります。同時

に、６５歳以上人口数の減少と７５歳以上の後期高齢者人口数の増加が生じているため、成年後見

制度利用支援事業の助成件数の増加は、第１号被保険者保険料を上昇させる方向に影響するものと

考えております。 

○塩尻委員 全国的に２０４０年問題と総称されているということで、同時期に高齢者人口数がピ

ークを迎えて、全人口の３５％を占めると予想されております。少子高齢化と労働人口数の減少に

よって、今後、社会保障費、これの増大とか労働力不足、医療・介護体制の維持困難とか、いろい

ろと多岐にわたる影響がこれから生じてくる、そういった状況になるかと思います。 

 本市の高齢化率、既に３５％を超えておりまして、言わば２０４０年問題を先取りしているとい

う状況で、様々な課題が生じているところかと思います。成年後見制度利用支援事業、この助成件

数の急増のような形で顕在化していると考えるところであります。 

 今後、第１０期計画の策定作業、これが本格化するかと思うんですが、今後どのように取り組ま

れるのか、そういったところをお示しいただいて、この項目については終わりたいと思います。 

○高田福祉保険部保険制度担当部長 第１０期の旭川市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画

につきましては、現在、策定に向けて各種アンケート調査を実施しているところであり、今後、そ

れらの内容も参考としながら計画の骨子等を検討することとしてございます。 

 少子高齢化の進行等、人口動態についてはある程度予測可能な部分もありますが、高齢者の日常

生活や市民全体にどのように影響が生じるのかということについては、この成年後見制度利用支援

事業の助成件数の急増にあるような様々な状況の変化を注視しながら、今後、より丁寧に見極めて

いくことが必要であると認識しております。 

 そのため、各種アンケート調査の結果等についても、市民委員会や民生委員・児童委員、介護事

業者などと幅広く意見交換を行いまして、データで見えてこない部分も含めて実態の把握と今後の

影響の整理に努めるとともに、計画の施策や個別事業の検討に当たっては、３年間の計画期間にお

いて効果が期待できる取組のほか、これまで以上に中長期的な視点を意識し、高齢化が進行する中

でも安心して日常生活を過ごせる環境づくりに資する取組を検討してまいります。 

○塩尻委員 ここは難しいところで、たくさん利用者を増やすための促進というのも必要ですけ

ど、それだけ困っている人もいて、支援することはできるけども、費用もかかってくるということ

で、難しい問題かと思いますけども、ぜひ、とにかく困っている方に手を差し伸べるということを

どんどん進めていただければと思います。 
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 最後、３項目めで最後なんですけども、給食施設整備費、こちらについて伺っていきたいと思い

ます。 

 ちょっと重複するところはありますけども、流れで必要なところだけはお聞きしていきたいと思

っております。 

 学校給食に関しては、先に申し上げますと、意外と、給食センターとか自校で給食を調理してい

ないところは、給食が冷たく感じたりとか、おいしくないとか、そういう意見が出てくるのかなと

思ったら、自分の子どもの場合は、小学校が自分の学校で調理していて、中学校に入ったら自校で

調理していなくて受け取る側になっているんですけども、受配校になっているんですけども、何

か、中学校に上がったほうが給食が温かくておいしいと。逆に、保温能力が高い食器とか、そうい

ったもので運ばれてくるので、そっちのほうが温かいという、うちの子どもの話ではそういうとこ

ろだったので、そういう話とか、今までもいろいろ聞きますけれども、そういう話を聞くまでは結

構マイナスイメージというのもありましたけど、大分、現場では違うのかなというふうに感じたと

ころです。 

 今回、この事業は共同調理所化するという形なんですけども、まずは事業の概要について伺って

いきたいと思います。 

○池田学校教育部学校保健課長 学校給食調理所においては、人員不足や施設、設備の老朽化等の

課題がある中、持続的かつ安定的な給食提供体制の構築に向け、現在、それぞれ単独調理所となっ

ている愛宕東小学校と愛宕小学校を令和８年度から親子給食とし、愛宕東小学校を調理校、愛宕小

学校を受配校とするものでございます。 

○塩尻委員 では、この費用の内訳についても伺いたいと思います。 

○池田学校教育部学校保健課長 調理校で調理した給食を受配校に配送する際の食缶やバットなど

消耗印刷費で１０３万円、電源配線工事とシンク移設による修繕費で９１万２千円、食器消毒保管

庫の購入による備品購入費で１０１万２千円、合計２９５万４千円となっております。 

○塩尻委員 今の２つの学校の指導員と調理員、これの人数について、何人ずついらっしゃるの

か、伺いたいと思います。 

○池田学校教育部学校保健課長 令和７年４月１日現在の会計年度任用職員の人数は、愛宕東小学

校が調理指導員２名、調理員４名、愛宕小学校が調理指導員２名、調理員３名となっており、共同

調理所化後は、愛宕東小学校に調理指導員２名、調理員７名、愛宕小学校に配膳員１名の配置を予

定しております。 

○塩尻委員 配膳員の方が１名増えていて、調理指導員が数としては２名減っている状況になりま

す。 

 そういった方は、ほかの調理所のほうに移動する形になるのかどうかということと、結局、そこ

で望まない地域に異動になる。要は、例えば、私が住んでいるのは永山ですけども、忠和のほうに

行っちゃうとか、すごい通勤に時間がかかっちゃうということが発生する可能性があるのかという

ことについて伺いたいと思います。 

○池田学校教育部学校保健課長 学校給食調理所の職員配置については、それぞれの調理所の状況

や職員の意向等を踏まえながら、業務が円滑かつ安定的に進むよう、毎年度、全市的な調整を行っ

ており、今回の共同調理所化により減員となる２名の調理指導員についても同様の対応となります
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ことから、必ずしも希望どおりの配置とはならない可能性もございます。 

○塩尻委員 一応、考慮はしていただけるということでありますけども、場合によっては、やはり

希望どおりの配置とはならないということでありますけども、なるべくうまく調整していただい

て、できる限り希望に沿うような配置というのを行っていただきたいなと思います。 

 続きまして、食数の提供は、先日の委員会でも質疑がありましたけども、過去に実績があるから

可能ということでの御答弁でした。 

 調理所のスペースとか、あと設備ですね。コンロとかの数とか、そういった実績のある学校と比

べて同等以上になっている状況になるのかどうかということと、また、人数についても、同等以上

でなければ、同等のものはできませんので、そのあたり、比較についてどういう状況なのか、お聞

かせいただきたいと思います。 

○池田学校教育部学校保健課長 調理校となる愛宕東小学校については、過去に共同調理所の調理

校として今回の合計食数以上の調理実績があり、現状の調理所のスペースや調理器具に特段の支障

はなく、職員配置についても食数に応じた必要人数を配置する予定としております。 

○塩尻委員 大丈夫ということですので、恐らく大丈夫だとは思うんですけども、新庁舎が建った

ときに、１階の食堂なんかも、やはり、設備が事足りなくて、調理するのが大変だということでお

っしゃっていたこともあります。保温するのにＩＨを入れて保温したりとか、そういった、やっぱ

り設備自体で調理器具が不足しているというのは、作業効率とか、そういったことに影響がありま

すので、問題がないんでしたらいいんですけども、もし何か現場から意見が来たら対応していただ

ければなというふうには思います。 

 次に、定年退職とかで指導、教育が十分にできていないということもありました。この業務指導

担当職員さんの仕事内容について、改めて伺いたいと思います。 

○池田学校教育部学校保健課長 正職員である業務指導担当職員は、会計年度任用職員である調理

指導員や調理員の指導、育成のため、各学校を巡回してスキルアップを図る役割を担っています。 

 しかしながら、退職による人員不足のため、定期的な巡回指導体制が確保できず、十分な対応が

難しくなっている状況にございます。 

○塩尻委員 結局、ここでも人手不足ということで、なかなか人員が確保できないということで、

いろいろと、本当に確保するための努力が足りているのか、足りていないのかという話も、伺う中

では、退職された方にも声をかけて働いてもらってとか、そういうこともされているということで

ありますけども、やはり、こういったところも、結局、人手が足りないことに対する対応というの

もしていかなきゃいけないのも仕方ないところではあるのかなというふうには思います。 

 先日の委員会の説明で、小規模校の調理所は、職員配置が少数であるため、感染症等の非常時に

おける業務継続が課題となっており、安定化を考慮した場合、受配校とすることが望ましいという

ことでありました。この内容について、詳しくお聞かせいただきたいと思います。 

○池田学校教育部学校保健課長 小規模校の調理所については、職員の配置人数が少なく、１人で

も感染症等で勤務ができなくなると調理業務に支障が生じ、ほかから業務応援が不可欠となるた

め、そうしたリスクを回避する上で、小規模の調理校を受配校とすることが全市的な調理体制の安

定化のためには望ましいと考えているものでございます。 

 なお、そうした対応を行うに当たりましては、今後の小中学校の適正配置計画に基づく統廃合対
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象校の取組の進捗状況を踏まえながら個別に検討していく必要があると考えております。 

○塩尻委員 この理由について、それを議事録で見たんですけど、見た瞬間に、何か違和感という

か、逆じゃないのかなというふうに感じたんですね。要するに、感染症のリスクとか、そういった

もののリスクということであれば、感染症が発生したときに、その影響自体は、職員さんの数が少

ないと影響はでかいとは思うんです。ただ、感染症のリスク自体は、小規模校のほうが感染リスク

が低いので、この理由が逆になってくるんですよね。なので、発生したときどうするかというの

と、発生しないためにはどうするかというか、どこにリスクを置くかというところですけど、圧倒

的に小規模校のほうに集めたほうがリスクが低いのかなというふうに感じたんです。 

 なので、小規模校は将来的に統廃合の対象になる可能性があるので、そういったところじゃない

ほうに、人数の多いほうに給食調理所を残したいということなのかもしれないんですけども、小規

模校に集約するメリットというのもあるのかなと思いますので、今後の計画で、もし可能であれば

そういったことを考えていただきたいなというふうに思うんです。 

 最後、今後のスケジュールを聞いて終わろうかと思ったんですけども、先日も質疑に出ていたの

で、御意見として御指摘させていただいて終わろうかと思いますが、小規模校、今は２つを１つに

ということでありますけども、先ほども御答弁をいただいた人手不足というのが今後も続いていく

という流れになっていくかと思います。なかなか、２つを１つにすることをずっと続けていくわけ

にもいかないとも思いますし、そういったことを考えると、将来的には、統廃合の対象で廃校にな

った学校、これを給食センターのような形で使用するということも場合によってはあり得るのかな

というふうに思っています。 

 そう考えると、統廃合の対象になっている学校に調理所として集約させていくことで、統廃合に

なった後に、その施設を、確かに老朽化している建物が多いですけど、場合によっては学校部分を

解体して調理所の部分だけ残す改修というのもできますし、あとは、地域の方からとか、いろんな

方から学校施設の利用についても意見とかも出ているかと思います。その中で、地域のコミュニテ

ィーとして学校施設を使える間は何らかの形で使っていくだとか、先日も子育て文教常任委員会の

市民と議会の意見交換会で、プレーパークで、いろんな地域で活動するための物品を置く場所で使

えないかという意見も出ていたんですけども、こういったところも使うことによって、より一層、

地域とのコミュニティーを図れる場所にもなるかと思います。 

 あとは、給食センターを、子どもの居場所といいますか、不登校児童が給食を食べに来るという

ところも、先日、八王子でしたか、そういったところへ視察に行きましたけど、やはり、子どもが

給食を食べに来てくれると少しずつ外に出るようになってくるということもありますので、そんな

いろんなことを踏まえながら、今後こういった調理所化を進めていただきたいなというふうに御意

見を申し上げまして、私の質疑を終えたいと思います。 

○高花委員長 理事者交代のため、暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時４０分 

──────────────────────────────────────────── 

再開 午前１０時４２分 

○高花委員長 再開いたします。 

 御質疑願います。 
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○たけいし委員 さて、早速でありますが、先日来、御議論のこのたびの機構改革、行政改革であ

りますが、行革と聞いて一番に思い出されるのは、１９９６年から９８年頃、２０００年頃まで続

きましたか、橋本龍太郎内閣、自民、社会、新党さきがけの連立政権、自社さ政権が推し進めた橋

本行革でありますけれども、これは、主に中央省庁再編と財政構造改革に焦点を当てたものであり

ました。有名なのは、建設省と運輸省と国土庁と北海道開発局が一緒になって国土交通省となった

例のあれも一つでございますけれども、その過程で推進された地方分権改革が、御承知のとおり、

地方自治体に対して最も大きく構造的な影響を与えました。それは、地方自治法の抜本的な改正に

よる地方分権の劇的な進展であります。 

 この改革で、それまで地方自治体がいわゆる国の下請機関として処理していた機関委任事務が全

面的に廃止されました。懐かしいですが、この機関委任事務は、知事や市町村長が国の機関として

の立場で国の事務を処理する仕組みでありますが、国による包括的な指揮監督の対象でもありまし

た。地方の裁量が極めて狭くて、国と地方の上下・主従関係のいわゆる中央集権の象徴とされてい

ました。 

 当時、地方交付税を掌握する自治大臣などは、その絶大な権力から泣く子と自治大臣には勝てな

いなんて言われました。泣く子と地頭には勝てないというのをもじって、泣く子と自治大臣には勝

てないなんて言われましたけれども、この橋本行革では、国の下請業務、機関委任事務が廃止さ

れ、地方の自己決定、自己責任が明確な自治事務が拡大し、国による地方への関与は限定され、国

と地方は対等、協力の関係に整備された一方で、自治体は、国からの指示待ちからの脱却、自立が

求められ、政策形成能力の強化が必須になり、同時に行政コストの削減と効率化が求められ、指定

管理者制度やＰＦＩなどの民間活力の活用が加速しました。 

 また、財政構造改革の要請により、地方自治体には厳しい財政規律も課せられました。そんな

中、１９９７年には地方消費税が導入され、３％から５％に上がったときでありますけれども、地

方税収の安定化に寄与します。 

 また、自治事務の増加に伴い、国に依存せず、専門的な事務を処理できるプロフェッショナルな

地方公務員の育成が重要課題となりました。 

 これは、地方自治から地方分権へ進化させた極めて重要な転換点でありましたが、問題は、権限

が移譲された一方で、それに十分見合う税財源の移譲がなされなかったことでありまして、あまり

お金をくれないのに事務作業だけ増えて、あの頃から地方自治体は、誤解を恐れず言えば、何だか

貧乏くさくなったなという印象を持ちました。 

 私がなぜ高校の教科書の政治経済や現代社会、日本史Ｂなどに載っているようなことを延々と申

し上げているのかと申せば、このたびの本市の機構改革、これは、四半世紀前から言われて出発し

ていたこの地方分権の歴史の連続性の過程の上にあるものだということを再認識した上で議論しな

いことには、近視眼的な各論に終始してしまうのではないかと危惧したからでありまして、今回の

こども・女性・若者未来部、既存の３つの部にもう一つの要素を加えて長めの名称になったわけで

ありますが、これ、例の橋本行革になぞらえて言えば、この行革の柱の一つ、６本柱がありました

けれども、金融ビッグバン、日本版ビッグバンというのが橋本行革にありましたけれども、御承知

のとおり、自由化による金融業界の再編を加速させた改革であります。 

 ちょっと余談ですが、再来年２０２７年、三井住友海上火災保険とあいおいニッセイ同和損保が
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合併するそうであります。新たな社名は、三井住友海上あいおい損害保険となるそうです。これ

は、こんなに長い社名なのに、なぜ略さないのでしょうか。長い社名なのになぜ略さないのか。そ

の答えは、チコちゃんなら知っているのかもしれませんけれども、その理由にはこんな説がありま

す。合併後にもともとの社名が消されたときに、顧客から、うちが入っていた保険は名前が残った

保険より下だったのかというような不安を持たせないように、全部同列ですよというのを示すため

にやっている側面も実はあるのだそうであります。 

 また、今から１０年ほど前の２０１４年に合併、改名した損保ジャパン日本興亜ひまわり生命、

これも長いですけども、顧客から長過ぎてもう年末調整の欄に書き切れないというようなクレーム

が多発して、５年後には社名を変更、現社名はＳＯＭＰＯひまわり生命保険と短くなっています。 

 何を申し上げたいかといいますと、ざれごとになりますけども、名前を省略したからといって創

設したときの理念が失われるとは、実は、私はとても思えないのでありまして、一方で、名は体を

表すと言いますから、それは、イメージは大切でしょうけれども、ただ、くだんの合併後の保険会

社さんは、スケールメリットが出て経営が安定、それぞれが今まで培ってきたノウハウを共有しな

がら、それぞれの会社の今までのストロングポイントとウイークポイントを相互に補い合いながら

組織ガバナンスを進めているそうであります。 

 マイナスばかりではないのでありまして、ここら辺の統合・合併レジュメについてはビジネス本

的に書店で大量に売っていますから、機会を捉えて皆様もぜひとも御一読ください。自治体テーマ

の第一法規さん、おなじみでございますけど、そんなのばっかり読んでいても気が休まらないかと

思いますので、ぜひとも御一読ください。平積みで置いてあったりします。 

 申し遅れました。自民党・市民会議のたけいしよういちであります。 

 ここまでの長い前置き、御清聴、誠にありがとうございました。 

 少々話し過ぎましたので、項目は１個に絞ってやらせていただきます。 

 さて、市制施行１００年の節目を超え、自治体間競争時代に打ち勝つ市役所、その競争に勝ち残

り、そして生き残る持続可能な自治体を目指すために、これからは都市のブランド化、言わば自治

体自体の６次化を推し進め、都市交流、観光、文化、デザインを切れ目なくシームレスに連携さ

せ、都市ブランドの確立、旭川ブランドとして一貫したメッセージを発信し続けることが肝要と考

えますが、ここで、改めてお聞きいたします。 

 このたびの機構改革において、都市交流課を観光スポーツ部に移管し、シティープロモーション

の切り口で連携して取り組む観光スポーツ・シティプロモーション部と改称するとのことですが、

どのようなことを企図しているのでしょうか。 

○梶山行財政改革推進部行政改革課長 本市におけますシティープロモーションに関わる取組につ

きましては、これまでも各部局において幅広く行われてきたところでございます。具体的に申しま

すと、総合政策部におきましては、広報広聴課や都市交流課、東京事務所などで行われてきており

まして、また、地域振興部におきましては、移住、定住の促進ですとか空港路線誘致、行財政改革

推進部で申しますと、ふるさと納税であったり、企業版ふるさと納税の取組もシティープロモーシ

ョンの一環であるというふうに認識しております。また、当然ながら、観光やスポーツを通じまし

たシティープロモーションも大きい要素になっております。 

 今回、観光スポーツ部に都市交流課を移管するということで、以前の観光スポーツ交流部と近い



- 91 - 

体制になるわけでございますが、改めて、シティープロモーションの観点で有機的に結びつけ、一

体的に取り組むことによって、本市の魅力発信に係る姿勢を強く打ち出すとともに、例えば、各種

コンベンションやスポーツ大会の誘致、他都市との交流拡大などにつなげていくことを期待してい

るところでございます。 

○たけいし委員 ただいま、各種コンベンションの誘致という御答弁がございました。各種コンベ

ンションの誘致には競争もあるわけでございまして、望むと望まざるとにかかわらず、ほかの自治

体との競争なのであります。本市の宣伝力と他市との比較論なのでありまして、冒頭申し上げまし

た焦点は、都市のブランド化と都市の６次化を一体で推し進めるファン都市の創造であるかと思い

ます。 

 コンベンション誘致合戦を制する鍵は、ブランド化で都市のユニークさを明確にして、都市の６

次化でそのユニークネスを体験できる産業連関的な仕組みとして提供することになります。コンベ

ンション誘致の最終目標は、単に開催数を増やすことではなく、一度訪れた人々が、その都市のフ

ァン、旭川ファンとなり、リピーター、投資家、あるいは永住者となるような持続可能な魅力を持

つファン都市を創造することにあります。都市の６次化を通じてコンベンションを交流と体験のハ

ブに変えることが、未来の都市間競争に勝ち抜くためのすべになるであろうと感じています。 

 そんなことはとっくにお分かりになっていることかと思いますけれども、今回の新部署設置をも

って結果にコミットするほかはないのでありまして、私は、さっきから都市の６次化、都市の６次

化と言っておりますけれども、実は、この言葉は私が最近勝手に考案した造語でございまして、ひ

そかに来年の流行語大賞ノミネートを狙っております。鬼が笑っております。 

 さて、ただいまの御答弁には、とりわけ他都市との交流拡大などにつなげていくことを期待して

いるといった御答弁もございました。本市の都市ブランド化の象徴的な出来事として、２０１９年

のユネスコデザイン都市の認定が挙げられるわけでありますが、本市がユネスコ創造都市ネットワ

ークのデザイン分野に加盟認定されてから今年で６年が経過し、これまで様々な取組を行ってきた

わけでありますが、このユネスコ創造都市ネットワーク、２００４年の発足以来、狙いである加盟

各都市の優良事例を共有して、創造性と文化産業を促進するパートナーシップを構築し、文化的生

活への参加を強化し、都市開発計画に文化を統合する試みを始めています。本市は、同じくユネス

コ創造都市ネットワークの音楽分野に加盟認定されているカナダ・ロンドン市との交流に取り組ん

でいますが、音楽都市とデザイン都市という分野を超えた交流となっているということでございま

す。 

 ここで、お聞きします。 

 他都市との交流としてカナダ・ロンドン市と本市との交流がありますが、この経過と、そこから

得ようとする戦略的な背景についてはどのような認識でしょうか。 

○梶山行財政改革推進部行政改革課長 本市がデザイン分野で加盟しておりますユネスコ創造都市

ネットワークにおきましては、同一分野に限らず、音楽や食文化など他分野の創造都市との横断的

な連携を推奨しておりまして、本市としても、分野を超えた交流の機会を模索する中で、令和６年

度にデザイン都市と他分野との交流を進めるプロジェクトというものがございました。本市もそれ

に参加した結果、抽せんによりまして、音楽分野のユネスコ創造都市でございますカナダのロンド

ン市が交流の相手方となり、今年度に入ってから具体的に同市との交流事業を進めてきたものとい
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うふうに伺っております。 

 ロンドン市は、音楽を都市発展への投資と位置づけ、文化産業を戦略的に育成している先進都市

でありますことから、デザイン都市としての本市の強みと掛け合わせ、創造産業の振興ですとか、

学生・市民交流の促進、さらには都市ブランドの向上など、幅広い効果が期待できるものというふ

うに伺っております。 

○たけいし委員 ただいまの御答弁にもあったユネスコデザイン都市旭川と音楽都市ロンドンのペ

アリングは、抽せん、何と、くじ引で決められたそうで、偶然であります。これは、実に奇跡的な

ことであると思います。御承知のとおり、本市ではミュージックウィーク、デザインウィークを開

催し、それぞれが定着しています。このロンドン市との偶然のマッチングは、太平洋を越えた、ま

さに奇跡的な出会いと言うことができる、音楽とデザインを融合したアートを展示するなどして、

新たな要素を創造していると聞き及びます。 

 カナダ・オンタリオ州ロンドン市、ちょっと御紹介しますが、あの五大湖の周辺に位置して、人

口約４２万人、このロンドンという地名は、そのものずばり英国のロンドンに由来するとのことで

ありますが、カナダがイギリスの植民地だった１８世紀、初代の副総督が、将来の首都となるよ

う、この地をロンドンと勝手に名づけてしまったそうであります。 

 御承知のとおり、実際のカナダの首都は、大リーグ、ブルージェイズでおなじみのトロントであ

りますが、このロンドン市、市内にはテムズという川もありますし、ハイド・パークという公園も

あったりして、宗主国のある植民都市が過ぎる成り立ちを持っていますが、国家が積極的に関わっ

た都市として、北海道はそんな歴史の土地柄なのでありますが、どこか黎明期の本市を思わせるよ

うなエピソードをこのロンドン市も持っているわけであります。 

 ちなみに、ロンドン市のウィキペディア、ウェブ百科事典には、気候は日本の旭川市に似ている

と書いてあります。誰が書いたのか。 

 私がなぜこんなにロンドン市、ロンドン市と推しているかと申し上げれば、言わずもがな、未来

の姉妹都市、友好都市をひそかに狙っているからであります。鬼が笑っておりますけれども。 

 さて、このロンドン市との交流、今回のユネスコ創造都市ネットワークが御縁で初コラボレーシ

ョンが実現したとのことであります。この秋、１１月６日、７日の２日間の日程で、ロンドン市内

でＣｉｔｙ ｏｆ Ｍｕｓｉｃ Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅというイベントがあったそうでございます

が、お聞きいたします。 

 ロンドン市が実施する音楽カンファレンスの概要とロゴデザインについての経緯については、ど

のような認識でしょうか。 

○梶山行財政改革推進部行政改革課長 ロンドン市は、ユネスコ音楽都市として今年で３回目とな

ります音楽都市カンファレンスを開催し、音楽産業の振興ですとか国際的なネットワーク形成に精

力的に取り組んでいるというふうに伺っております。 

 このカンファレンスは、音楽とデザイン、映像などを融合した新たなアート表現に挑戦している

ことが特徴でございまして、このたび、交流事業の一環として本市に本カンファレンスのロゴデザ

インの提案の依頼がございました。そこで、あさひかわ創造都市推進協議会が公募をいたしまし

て、ロンドン市が審査及び採用作品の決定をしたというふうに伺っております。 

○たけいし委員 今の御答弁にあったように、旭川市デザイン活動推進員として活動する地域おこ
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し協力隊の方がデザインした作品が、ロンドン市で開催されたＣｉｔｙ ｏｆ Ｍｕｓｉｃ Ｃｏ

ｎｆｅｒｅｎｃｅの公式タイトルデザインに採用されたということであります。これは、旭川のデ

ザイナーを対象に行われた公募で実現したとのことでありますけれども、ユネスコ音楽都市のイベ

ントのロゴ作成がユネスコデザイン都市に発注が来たというお話でございます。 

 今回デザインを担当した方は、「音楽、デザイン、自然が響き合う国際交流の象徴として制作し

ました。これをきっかけに両市の交流がさらに広がれば」とコメントされています。 

 このカンファレンスには、そのデザイナー、上田さんとおっしゃいますけれども、招待されたそ

うでありまして、一緒に創造都市推進協議会の方もデザイン都市旭川をプレゼンするために現地へ

行っています。３泊６日の弾丸ツアーだったそうであります。デザイン都市旭川の魅力が国際舞台

で評価されるすばらしい成果となったとのことでありました。 

 ここで、また改めてお聞きをいたしますが、そもそもこの本取組はどこが担当してきたのでしょ

うか。 

○梶山行財政改革推進部行政改革課長 この取組につきましては、姉妹・友好都市に係る取組では

ございませんで、ユネスコ創造都市ネットワークに関する取組という整理で、あさひかわ創造都市

推進協議会の事務局も含め、デザインの振興に関する事務を所掌しております経済部産業振興課が

担当となってございます。 

○たけいし委員 経済部産業振興課が担当ということであります。そうなんですよ。今回スタート

しようという観スポ・プロモーションの部署には産振は入っていない。今後、可能な範囲内でもっ

と整理して部門をくっつけてもよいのかなというふうに感じてしまいます。 

 例えば、国際交流に欠かせないものとして、音楽、デザイン、アート以外に重要な部分で食文

化、食というのがありますし、ユネスコ創造都市ネットワークの中には、デザインとか、メディア

アートとか、音楽とかのほかに食文化、ユネスコ食文化都市というのがあるわけですから、音楽、

アート、デザインとともに国際交流には食の交流が付き物というふうになっていきます。 

 いわゆるガストロディプロマシー、食と外交を組み合わせた言葉でありますが、我が会派のあべ

委員も、次年度予算要望書にこのガストロディプロマシーの推進を提唱して項目に入れておりまし

た。このガストロディプロマシーだけで４項目か５項目だったかと思いますが、我が会派が誇るカ

ロリーアンバサダーお薦めのこのガストロディプロマシーですが、本市のプロモーションについて

は、食を通じて相手の国の文化や習慣を理解するきっかけになりますし、様々な効果が期待できる

と思います。 

 もとより、ユネスコ創造都市ネットワーク全４０８都市には、先ほども申し上げましたが、食文

化分野で加盟する都市もあるわけでありまして、ロンドン市の食文化は、もちろん多国籍で、半分

おフランスみたいなものが入っているものですから、カナダがそもそも異文化に寛大であるという

国であることと、そんな中でも広大な自然に根差したジビエ料理は実に様々な種類があります。実

は、カナダのほとんどの州で、狩猟で得た野生動物の肉を販売したりレストランで提供することは

禁じられています。そのため、飲食店でメニューに並ぶジビエ肉のほとんどは、ワイルドという名

の家畜された肉でありまして、とはいっても世界で２番目の国土を持つカナダでありますから、放

牧スタイルでより自然に近い環境で飼育されているので、もはや野生環境と言っても変わりない状

況であることは間違いございません。 
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 ですから、このガストロディプロマシー、ガストロ的に言えば、オーロラを見ながらバッファロ

ーの肉を食べるのが定番の一つ、ツアーにも組み込まれたりしますけれども、バイソン肉の特徴と

しては、牛肉よりも濃い赤身の肉で、脂肪分は少なく、低カロリー、低コレステロールなのに高た

んぱく質、加えて鉄分は牛肉よりも３０％増し、牛肉と似たような味ですが、少し甘みがあり、レ

ストランではステーキで提供されたり、たたきになっていたりと様々であります。ちょっとクラン

チといいますか、肉感というのか、あるやつですから。本市は食の外交については恐ろしいほどの

ポテンシャルを持っていますから、旭川だったら何を食べながら何をするのがよいのか、音楽、デ

ザインのみならず、カナダ・ロンドン市との交流には夢が膨らむのでございます。 

 今までつらつらと申し上げてきましたけれども、機構改革に終わりはないというような言葉がご

ざいますけれども、こういった形で多角的にクロスオーバーしながら横串で有機的な連携をしなが

らって、いろいろ言葉はあるんですけども、組まなきゃいけないところは組まなきゃいけないわけ

でありまして、それが簡単に向こうからやってきてくれるような事業、イベントばかりではないわ

けでありまして、この機構改革は、まだまだあの部署を残しておいてくださいという気持ちは実態

としてよく分かるんですけども、変えなきゃいけないところは本当に変えなきゃいけないんです

ね。 

 この盆地の中で静かに余生を過ごしていくのならばいいですけれども、やっぱり、実際の機構・

構造改革というのは、令和を迎えて未来志向で進んでいくしか道は私はないかと思いますので、そ

のときに多少のあつれきもあるかもしれませんけれども、しっかりと進んでいって、生き残るため

にこのプロモーションをきちんと前へ進めて着地を決めていただきたいというふうに考えてござい

ます。 

 これまでのロンドン市との国際交流を主として担当してきた産業振興課の役割と、今回の都市交

流課の移管が、シティープロモーションの観点から、国際的な創造性を本市の魅力発信に直結させ

るという点でまさに時宜を得た再編であるというふうに考えてございますが、これからの時代、

様々な要素をクロスオーバーしてワンチームで進めることが必要と考えます。 

 今回の機構改革に対する本市の受け止めと、新体制への期待について所見をお伺いいたします。 

○梶山行財政改革推進部行政改革課長 今回の機構改革全体のテーマといたしましては、機能集約

による組織のスリム化と機動力の両立としておりまして、これまでは政策課題ごとに新たな組織を

つくることで対応してまいりましたが、人口減少、少子高齢化の社会情勢を踏まえまして、将来的

な職員数の減少も見据えた中で組織の数を絞り、スリム化することといたしました。 

 そうした中で、一つ一つの組織というのは大くくりになりますので、委員が御指摘のとおり、関

連する様々な業務を有機的に結びつけて推進していくというような体制になっていくべきというふ

うに考えております。 

○たけいし委員 今回、喫緊の行政課題への対応として、政策の立案部門と歳入歳出の管理を含め

た稼ぐ部門とを分離し、集約することで、規律を重んじつつ、より明確なビジョンに基づいた行政

運営を目指すとございますが、この稼ぐというキーワードは、御承知のとおり、昨今、旭川の吹奏

楽文化が、地上波で、それも全国放送で幾度となく放送されています。他方で、例えば、高校野球

における全国大会甲子園に本市の代表が出場すれば、一たび、旭川市内はちょっとした騒ぎになり

ますけれども、一方で、本市の吹奏楽は、毎年のように全国大会に出場し、トップの金賞を取って
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悠々と帰還する、しかし、高校野球ほどの市民熱狂がない気がして残念に思うときがあります。吹

奏楽は、今や本市のかけがえのない大切な資源であるという考え方ができます。 

 くだんのロンドン市は、音楽を投資として考え、資源化を念頭に予算を投入していると聞きま

す。旭川市は、１０万人当たりの吹奏楽関係者の数は日本一ではないかとの観測もあり、今や日本

に冠たる音楽のまちであると言えます。音楽が盛んな本市とロンドン市との交流が、市民生活、経

済、そしてデザイン分野全体に与える影響や波及効果をどのように分析し、政策に落とし込むの

か、特に、総合政策部の事務分掌に新たに加わったデザイン政策に関することも含めて、創造性を

いかに地域活性化の投資へと昇華させるお考えか、展望をお聞かせください。 

○浅利行財政改革推進部長 これから御答弁申し上げることが委員の今の御質問の回答になってい

るかどうかというのはちょっと自信がないところではございますが、るる質疑がある中で、今回、

カナダのオンタリオ州ロンドン市という都市が、委員からも紹介があったところでございます。気

候も亜寒帯ということで、ウィキペディアにも本当に旭川に似ているというふうに書かれておりま

すし、川は、これもロンドンから名づけられたようですが、テムズ川というのが市内に流れてい

て、これは、旭川も石狩川という御神体があるということでもあります。人口規模も旭川よりも１

０万人ほど多いわけでありますが、日本で言う中核市と同じような位置づけなのかなというふうに

も思いますし、有名な大学もあるようですし、空港もあるということで、非常に旭川と共通点が多

いまちなんだなというのを今回改めて感じたわけであります。 

 そんな中、ユネスコの創造都市ネットワークの中で別分野の交流という形で、くじ引とは言いな

がらも、このような似たようなまちがカップリングになるというのは非常におもしろいことだなと

いうふうにも思っております。 

 旭川はデザインということでありますけども、その前から、音楽は、音楽のまち旭川というふう

に言われておりまして、紹介のありました吹奏楽のお話もありますが、合唱なども非常に盛んなま

ちでもあります。そういった音楽のまちという、もともと持っている財産というか、そういったも

のも今回のロンドン市に重なる部分もありますし、私個人としても、音楽のまちを応援する一人の

立場として今後もやっていきたいというふうに思っておりますが、考えたところ、音楽とデザイン

というのは様々な共通点を持っているのかなというふうに思いますし、例えば、音楽でありますと

メロディーとかコードとかリズムとかというのが調和されて一つのものを創る、デザインは、例え

ば、色、形、あるいはレイアウトなどが調和することによって美しいものを創り出すということ

で、そういった意味では共通点もありますし、音楽もデザインも創造力が原点となっているという

こともあるものですから、作曲家でありますとか、創造する方にとってみれば個性とか独自性とい

うのが発揮できる分野ということで、それを表現する方法として音楽でありますとかデザイン、そ

して、それによって人がやはり豊かになるということが特徴ではないかなというふうにも思ってお

ります。 

 そういった意味では、創出される方向性が違うものの、その過程では、同じような表現の手法と

いうものがデザイン、あるいは音楽ということであると思いますので、今回、カナダのロンドン市

と本市の交流が進みつつあるという、まだその段階ではありますが、そういった似通ったまち同士

がいろんな刺激を受けながら育っていくというのは非常に意義のあることだと思いますし、そもそ

も、デザイン都市旭川として、まさにデザインの本質であります創出するという点でも、両市の交
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流を通じた音楽とデザインの融合によって、新たな文化とか価値とか、そういったものが創造され

ることを今後期待していきたいというふうに考えております。 

○たけいし委員 デザインと音楽の融合のように、新たな部署が、新たな価値とともに市民に愛さ

れ、頼りにされる機構改革になることを切に願うとともに、創造性をいかに地域活性化の投資へと

昇華させるかが鍵であるかと思います。 

 ところで、浅利行革部長はクラシック音楽への造詣が大変深いわけでありますけれども、ロンド

ン市と旭川市の音楽とデザインのコラボの作品として、楽譜があって、クラシックの楽譜とアート

と、そのコードが、例えば、バッハなんというのは、最初から演奏しても、後ろから演奏しても、

曲として成立しているようなカノンですか、がありますけれども、そういうアートを創って、音楽

とアートをビジュアルで見せるというような試みをもう既にされているそうでありまして、ですか

ら、例えば、右上にエリック・サティのジムノペディ、あれがクラシックかどうかというのはいろ

いろあるかと思いますけれども、そのコードと、そのコードが表しているものをアートとして表現

するというようなコラボレーションがもう既に始まっておりまして、いつの日か、例えば、カナ

ダ・ロンドン市の方々がこちらにいらっしゃったときに、旭川の発表のイベントの場というのは、

派手なものが、すごくきらきらしたものがたくさんありますので、そこで発表していただくという

ようなところにおいて、その御披露の場が設けられればよいかなというふうにも考えてございます

けれども、私も、１７～１８年前に、金曜日の午後８時半から３０分番組を地元ＦＭで持っていた

ことがございまして、まだ旧ＪＲ旭川駅の２階にスタジオがあった頃でありまして、今は買物公園

に移っていますけど、あのスタジオというのは、まだＣＤが壁一面にぎっちり入っていて、あの感

じが、まだあの感じなんですね。自分でＰＡを動かしながらというようなところでありますけど、

ここはちょっと余談で申し訳ないんですが、旭川市は、例えば、６次化という意味でクラシックの

曲に例えるとしたらどのような曲というイメージをお持ちなのか、浅利部長、創造都市ですね。 

○浅利行財政改革推進部長 具体的にクラシックの音楽に合うものが何かというのはちょっと難し

いところでありますが、私がコロナの担当部長をやっているときに、年末に、何とかコロナが終わ

ってほしいということを願ってかけたのが、ブラームスの交響曲第１番というのがありまして、ま

さに暗黒から光明へ向かっていく、いわゆるベートーヴェン由来の交響曲の典型的なスタイルを取

っている曲ではあるのですが、暗い中から光が見つかって、最後、壮大に終わる曲ではあるんです

けども、まだまだ旭川はいろんな課題を持っているまちではありますけども、その中からそういっ

た光明を見つけて、将来、旭川が輝かしい都市になっていくということを受けてはそんな曲もある

のかなというふうに思っております。 

○たけいし委員 ブラームスの１番、ブラ１と言われるやつですね。ベートーヴェンの９番までの

交響曲の次、第１０番であるというふうにも形容される曲でありますが、テレビドラマで、テーマ

曲といいますか、象徴的に演奏される曲であったかと思います。ブラ１、サイトウ・キネン・オー

ケストラですね。小澤が何十年か前にブラ１をＮＨＫでやっていましたけれども、懐かしく思いま

す。 

 脱線ばっかりで申し訳ありません。 

 創造都市というような新たな要素を加えてイマジネーションを膨らませるというところにおいて

は、コロナ禍で、最初の１楽章から４楽章までというところで、暗い中から最後は歓喜のというよ
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うなラストに向かっていくというところで、そういう表現、こういったシノプシスみたいなものが

一番大事なところでありまして、これは、イマジネーションとコンビネーションと横串と、で、機

構改革、再編というと、何か無機質でというところがありますけれども、これからの自治体はイマ

ジネーションを働かせて、次の、何か、ＫＰＩではかることはもちろんできないようなものを価値

化する、資源化するということに、実はもうカナダのロンドン市はトライをし始めているというと

ころでありまして、アーティスト、ミュージシャンをしっかりと応援していくような素地が徐々に

徐々に出来上がっているというところでございますんで、このたびの機構改革がこの関係性に大き

く寄与することを願うばかりでございます。 

 ユネスコデザイン都市といえば、カタールのドーハもユネスコデザイン都市ですが、今度は、音

楽都市、デザイン都市じゃなくて、デザイン都市同士でのコラボレーションもたしかもう既に始ま

っているというところだと思います。もう募集は終わったと思いますが、アートはたしか創造都市

推進協議会ですね。あさひかわ創造都市推進協議会で集めているというような、募集しているよう

な話もございました。 

 長々とつらつらと申し上げましたけれども、今回の補正予算等審査特別委員会は、さながら機構

改革等審査特別委員会といったような様相も、側面も呈しておりますけれども、冒頭の橋本行革の

話でも申し上げましたが、組織改革、機構改革とはその時点で考えられる最善のものにしなければ

なりません。今後、この組織体制で行政運営を進めていく中でも新たな課題が現れてくるものと思

いますが、議員、そして職員などの意見も受け止めながら、その都度、よりよい組織機構に見直し

をしていっていただきたいと思います。 

 また、今回の組織改革、機構改革による新組織体制がまだ始まっていない時点での課題の抽出は

困難でありますが、この組織体制を絶対とせず、様々な意見を柔軟に受け止め、ためらわずに見直

しを行っていくこと、あるいは、失敗を恐れず職員が市政の推進をできる職場づくりが重要であり

ますから、次年度からの新たな体制で、職員共々、住民の福祉の向上に向けて全力を尽くしていた

だきたいと存じます。共に頑張ってまいりましょう。 

 以上で、私の質疑を終わります。 

○沼﨑副委員長 理事者交代のため、暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時１７分 

──────────────────────────────────────────── 

再開 午前１１時１９分 

○高花委員長 再開いたします。 

 御質疑願います。 

○上野委員 私のほうは、３項目予定しております。 

 残り時間が４８分ということで、４８分を満度に使いましたら午後０時を過ぎてしまいますの

で、ちょっと途中の質疑の時間の進み具合を見ながら、午後に回してもらうことも考えながらやり

たいと思います。 

 私にとって、この間の一般質問も、残り数秒しか残っていないという際どい質疑をやっておりま

すので、御了承いただきたいと思います。途中で委員長にお願い申し上げます。 

 それでは、まず、１０款５項４目の科学館管理費についてお伺いをいたします。 
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 科学館につきましては、本年度はゴジラが旭川に来るということで、私はちょっと行けなかった

んですけど、孫たちが行って大変喜んでおりました。 

 そこから、科学館の光熱費の補正が１千万円を超える額で出ておりますが、このことについてお

聞きしたいと思います。 

 まず、概要についてお示しください。 

○岩崎社会教育部次長 令和７年度当初予算では、科学館管理費のうち、光熱水費は３千９０３万

８千円となっておりますが、科学館特別展の開催等により入館者が増えたことに伴い、光熱水費の

使用料金が増加し、予算額が不足する見込みであるため、１千１１５万２千円を補正しようとする

ものでございます。 

○上野委員 それでは、ちなみに、昨年度の予算措置状況についてお示しいただきたいと思いま

す。 

○岩崎社会教育部次長 令和６年度の当初予算におきまして、光熱水費は４千６３４万１千円を計

上しておりましたが、令和７年第１回定例会におきまして２８２万３千円を補正し、補正後の予算

額は４千９１６万４千円となってございます。 

○上野委員 ただいま確認させていただきまして、前年度の当初予算が約４千６３４万円で、今年

度が約３千９０３万円ですか、当初から７００万円少なく予算組みされているということがここで

分かりました。 

 そのことにつきましては、また後ほどお伺いいたしますけれども、ほかにも、今年度、様々な事

業を通しながら、光熱費や水、これらを含んで予算額を大幅にオーバーしたという理由があるかと

思うんですけれども、ほかに光熱水費が不足した理由というのは何なのか、お示しいただきたいと

思います。 

○岩崎社会教育部次長 今年の気象状況は、４月の平均気温が低かったこと、７月、８月は猛暑日

が続き、例年を大きく上回る暑さとなったことに加え、１１月末までの入館者数が、昨年度と比較

し、約３万８千人増加しており、冷暖房の稼働率が高かったことが要因と考えられ、これは、７月

１１日から９月２３日の期間において特別展示室や学習・研修室で特別展を開催しており、期間中

は扉を常時開放していた影響が大きいと考えてございます。 

 これらの要因により、例年より冷暖房に使用するガスの使用料や、入館者数の増加による上下水

道料の増につながったものと考えてございます。 

○上野委員 今年の夏は大変暑うございました。私は、ちょっと、一番暑い時期に入院しておりま

したので実感はないのですけれども、かなり暑くて、どこの家もクーラーが必要だということで、

電気屋さんは大変だったというような話も聞いております。 

 それと、先ほど言いましたゴジラ展がやはり好評だったということで、大変うれしいことなんだ

けれども、人が増えれば、それだけ、余計なといいますか、必要なお金がかかるんだということを

今の答弁でよく分かりました。 

 聞くところによりますと、科学館は全てガスを使用しているということで、このガスの値段、物

価高についてどうかということについては詳しくちょっと調べておりませんが、そういったことも

絡んで光熱費が不足してきたということの理由だったと思います。 

 それで、科学館は、雪冷房システム、これが導入されていると思いますが、その使用状況につい
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てお示しください。 

○岩崎社会教育部次長 科学館の雪冷熱エネルギー設備は、駐車場の雪を雪室に貯蔵し、融雪期以

降に発生する融解水を循環させて、２階実験実習室や共用スペースを冷房する熱交換冷水循環方式

で、例年、気温が高くなる６月中旬から使用しており、使用期間は２か月程度となってございま

す。 

 今年度の状況としましては、例年同様に６月中旬から融解水を循環させておりましたが、７月下

旬には全ての雪が解けましたことから、ガスを使用した冷房に切り替えたところでございます。 

○上野委員 私は、この雪を利用した冷房システムというのに非常に関心がございまして、これ

は、今後、やっぱり旭川にとっては大きな課題なのかなと思っております。 

 今年の夏は非常に暑いため、もちろん雪ですから、暑ければ暑いほど早く解けるんだろうと思い

ますけれども、今年の３月までの雪も非常に少なくて、こういった雪の量によって使用期間が少な

くなるとか、そういったことも当然あるのかなと思うんですけど、それはどうなんでしょうか、お

聞かせください。 

○岩崎社会教育部次長 雪冷房システムは、雪室で蓄えた雪を夏場の冷房に活用するシステムでご

ざいますが、雪室の容量は１千５６８立方メートルとなってございます。 

 雪の確保は、駐車場に降った雪を基本としておりますが、不足する場合は別のところから運んで

きて必要量を確保しておりますので、毎年の積雪量の大小が使用期間に影響を与えるような運用と

なってはございません。 

○上野委員 雪をためるところの容積が決まっている、それから、少ないときにはほかから持って

くるので心配ないという答弁でございました。 

 もっと大きなものを造れないのかなという、そんな思いもありますけど、ここはちょっと別の質

疑になりますので、今日は聞きませんけれども、何か、もっと大きくためるところがあって、せっ

かくの雪を、いいアイデアだと思いますので、十分に使える方法というのもやっぱり考えていくべ

きかなというふうには思っております。 

 それでは、ちょっと視点を変えますが、先ほどの答弁で、ゴジラの特別展、これを開催したこ

と、これの客数について、光熱費にも関係したというふうにお聞きいたしましたが、このゴジラの

開催結果、実際、これはどのようなものだったのか、お示しいただきたいと思います。 

○岩崎社会教育部次長 科学館開館２０周年記念特別展「特撮のＤＮＡゴジラ、旭川上陸」の開催

結果についてでございますが、開催期間は令和７年７月１１日から９月２３日までとなっており、

観覧者数は２万５千５０人で、ワークショップなどの関連する各種イベントの参加者数は２万１千

１１５人となっておりまして、合計４万６千１６５人となったところでございます。 

 また、特別展の開催期間中における常設展示室とプラネタリウムの観覧者数についても、前年の

同時期と比較して、常設展示が１．４１倍、プラネタリウムが１．２９倍という実績でございま

す。 

○上野委員 特別展のほうが４万６千１６５人、この人数がどのぐらい多いのかというのは次の質

問で伺いたいと思いますけれども、特別展に人が入るということは、それに関係している常設され

たものについても、きっと、特別展に来たから、せっかく科学館に来たから、ほかも見ていこうと

いう、やっぱりそういう思いになるんだろうと思うんですね。当然、ほかのところも人数が増えて
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いったということで、かなりゴジラの特別展というのは効果があったんじゃないかなと思っていま

す。 

 それでは、定期的に特別展というのは開催されていると思いますが、先ほどの４万６千１６５人

というのがどれだけの数字なのかということを、コロナ禍もあって単純な比較というのはなかなか

できないと思うんですけども、この５年間の特別展開催の入場者数と比較するとどうであったの

か、お示しをいただきたいと思います。 

○岩崎社会教育部次長 特別展開催実行委員会主催の特別展、企画展の入場者実績は、令和３年度

企画展「コロッ・クルの夏休み」２千９３８人、令和４年度特別展「恐竜ワールド～探検して学ぶ

恐竜時代」３万５千２２７人、令和５年度企画展「プラネタリウム１００周年記念展」１万２千８

４９人、令和６年度企画展「くらしに役立つ昆虫展」と「ヒグマの科学」の２つで２万１千４３８

人となってございまして、今年度の入場者数は過去５年間で最多となったところでございます。 

○上野委員 今まで、恐竜ワールド、これが３万５千２２７人と最高であったのが、今回は約４万

６千人と、かなりの数、大幅に超えて、この５年間の中では最も多い企画展であったと、今、御答

弁をいただきました。それらが全て光熱水費に少なからず影響しているというのが、これまでの中

で分かりました。 

 ただ、今回補正をすることで、年度末までの予算執行の見通しというのは、もちろん見通しをし

ながら予算を組んでいると思うんですけれども、それについてはどのようにお考えなのか、お聞か

せください。 

○岩崎社会教育部次長 今回の補正金額は、昨年度の使用料の実績数量を使用して積算しているこ

とに加え、現在、照明設備のＬＥＤ化も実施していますことから、電力量の省力化が期待されると

ころでございます。 

 今後におきましては、予算不足が生じないよう日常的に省エネルギー行動に努めるなど、光熱水

費の節約に心がけてまいります。 

○上野委員 ここまで答弁をいただきましたけれども、私は、当初、やっぱり、光熱費は何か特別

な事情によって急激に増えたのかなという、そういったことでちょっと予想しておりましたけれど

も、今お話を聞いていて、特別展に人が増えたのももちろんですし、それから、この夏、暑くて冷

房を使ったというのもその要因の一つではあると思うんですけども、一番最初にお聞きした当初予

算で、やはり、７００万円も少なく当初予算を組んで、昨年度もそれで補正予算を組んでおられる

ということで、当初の予算というのを不足しないように十分に措置できなかったものなのか、この

ことにつきましては副市長に答弁を求めたいと思うんです。 

 私は、やっぱり、年度当初からもう少し見通しをしっかりと持って、年度の途中でやっぱり１千

万円以上の光熱水費の補正というのはあまりよろしくないのかなというふうに感じるんですけど、

副市長の御見解をお聞かせください。 

○菅野副市長 予算についてのお尋ねでございますけれども、単年度予算主義を前提としている行

政体の予算については、当初予算で各部から本当にいろんな事務事業が上がってきて、本当に十分

な財源がない中でそれを精査して、優先的にやるもの、あるいは我慢していただくもの、新規事業

も大分着手できない事務も多くございます。それだけ厳しい予算編成をする中で、やはり、一つ一

つの事務に係る経費を積み上げするときには、割と厳しく見ているというのが実態でございます。 



- 101 - 

 ただ、そうであったとしても、実態と乖離しているというのは予算措置する上ではやっぱり課題

がございますので、できるだけ節約、節減をしながらも、想像できる範囲でより実態に近い予算と

なるように努める必要というのは当然あるというふうに思ってございます。 

 それであったとしても、本当に不足して本当に必要なときには補正予算としてまた御提案をさせ

ていただきますので、その部分については御理解をいただきたいと思いますが、今、委員に指摘さ

れたように、精度の高い予算措置というのは私も必要だというふうに思ってございます。 

○上野委員 予算組みする際の、そういった厳しい財源の中でそういった取組をされているという

ことは十分に分かりました。 

 ちなみに、昨年度、補正した後の決算が約４千９１６万円、ですから、今年度は当初の予算が約

３千９００万円ですから、１千万円で、昨年度同様の決算額になっていると。この決算が出る前に

当初の予算を組むということでこの数字は出てきていないわけですけれども、そのあたりはやっぱ

り見込みを少し考えていただければなというふうに私も思います。 

 この項目については終わります。 

 続きまして、議案第２７号、旭川市地域保育所条例の一部を改正する条例の制定についてお聞き

します。 

 昨日来、２人の委員の方が聞かれておりますが、もう一度、地域保育所の役割や変遷についてお

伺いしたいと思います。 

○熊谷子育て支援部こども保育課長 旭川市地域保育所は、農山村地域において、保育を必要とす

る児童等に対しまして、保育の提供を通じた福祉の増進を図ることを目的として設置されました公

立の認可外保育施設であります。当初は、へき地保育所または季節保育所として昭和２０年代後半

から設置されてきましたが、農業従事者の繁閑差の縮小など社会情勢の変化も踏まえ、平成３０年

に開所期間の通年化と併せて名称を地域保育所と改め、現在に至っております。 

 現在は、日の出倉沼、桜岡、江丹別、神居古潭、あすか、旭正、嵐山、東鷹栖、千代ヶ岡の９か

所を設置しておりまして、このうち、神居古潭、嵐山の２か所については休所中となっておりま

す。 

 なお、運営につきましては、平成１８年度から公募によらない指定管理者として一般財団法人旭

川保育協会が管理運営を行っており、現在の指定管理期間は令和８年３月３１日までとなっており

ます。 

○上野委員 ちょっと時間もありませんので、私のほうで話をさせていただきますけれども、一番

多いときで、平成１８年度、１５か所あった保育所が、そのとき１４４人だったのが、現在は７か

所、２２人まで減ってきたと。 

 今回、この改正を行うこととなった経緯については、指定管理を受けていた旭川保育協会が次年

度は委託を受けないというようなことが判断の基準になったようです。そのほかにも様々なことが

考えられるわけですけれども、市のほうで直営ということで決定されたというふうに伺っておりま

す。 

 また、次に、どのぐらいの経費がかかったかということにつきましては、昨日の答弁の中にもあ

りました。ここ最近、５年間は、年間大体１億円程度の委託料を示されたということでお伺いをし

ております。 
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 それでは、そのような形で直営化することを決定されたんですけれども、そのメリット、デメリ

ット、これについてどのようなことがあるのか、お伺いいたします。 

○熊谷子育て支援部こども保育課長 直営化による最も大きなメリットにつきましては、指定管理

者制度による間接経費が不要となることによる事業費の節減効果であると考えており、現在と同じ

条件で試算しますと２千万円程度の節減が見込まれるところでございます。 

 一方で、デメリットとしましては、施設や人員管理等に伴う本市職員の業務負担増加が考えられ

ますが、事業規模が縮小傾向にあることを踏まえますと、将来的に負担は減少していくものと考え

ております。 

○上野委員 メリットとして、２千万円ほど中間で使っていたお金が削減できるだろうというこ

と、これは市にとって大きいことなのかなと思っています。 

 しかしながら、市職員の業務負担が増えていくということについては、少しの懸念を私は持って

おります。これについては、今、見通しが示されましたけども、ぜひ職員の負担が増えないやり

方、こういったものをやっぱり考えていっていただきたいなというふうに思っております。 

 それでは、次の質問ですけれども、当然、地域への説明会というのを実施したと思いますが、保

護者や地域の困り感など、こういったものにはどのようなものがあったのか、お示しいただきたい

と思います。 

○熊谷子育て支援部こども保育課長 令和７年９月から１１月までにかけまして、現在、利用児童

がいる地域保育所７か所におきまして、利用児童保護者や地域住民に対する説明会を開催したとこ

ろであります。 

 説明会では、保護者からは、利用条件や保育士の配置など保育の提供体制に関することや、今後

の休所等の判断状況などに対して質問や意見があったほか、地域住民からは、将来的に休所等とな

り建物が使われなくなった場合の利活用や、地域での使用の可否、休所後の再開の判断などについ

て確認等があったところであります。 

 いずれにつきましても、直営化後も地域保育所の利用条件に変更はなく、現在と同等の利用環境

の維持に努めること、休所や再開の判断については地域と協議を行うなどを説明して、御理解をい

ただいたところでございます。 

○上野委員 説明会において出た課題としては、提供体制、これは利用条件ですね、保育士の配置

だとかその他だと思います。それから、休所等のことについての基準など、こういったものについ

て、この基準はないということでお伺いをしております。それから、施設の利活用ですね。残った

建物をどのように活用するのかというのは、住民にとってもやはり大きな課題なのかなと思ってい

ます。 

 答弁の最後にございましたように、サービスの低下はないということで進めていくということで

すので、その言葉を信じたいと思っております。 

 ただ、その中で私が一つ関心があるのは、休所または閉所になった後の施設の利活用、これにつ

いて、今、アイデアが、アイデアってなかなか出せないかと思うんですけど、今考えていることが

ございましたら御答弁をいただきたいと思います。 

○熊谷子育て支援部こども保育課長 休所または閉所となった施設の利活用につきましては、休所

の場合は、地域の保育ニーズの増加等を踏まえ、必要に応じて再開する可能性がありますことか
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ら、再開を前提とした維持管理を行っていくこととなります。 

 一方で、閉所とした場合は、保育所としての用途を廃止し、庁内における利活用の検討や庁内会

議による協議を経て活用手法を決定することとなり、これまでも、適宜、庁内での所管替えや民間

への売却などを行ってきたところであります。 

 なお、今回の地域説明会において、地域から閉所後の施設の利活用についても質問や意見があっ

たことを踏まえまして、休所や閉所といったそれぞれの段階におきましては地域への説明や協議を

行ってまいりたいと考えております。 

○上野委員 それでは、この項目の最後になりますけれども、予算に対する、先ほど申しました

が、一定の削減効果が見られるということでありましたけど、先ほど、低下はないということでお

話しいただきましたけども、やはり、この保育所を利用している市民の方々は、１分といえども時

間を無駄遣いしたくないというか、例えば、農作業をやっていて、どうしても子どもを預けたい

と。ちょっと遠くのほうに統合された場合に、そこに行く５分、１０分がやっぱり仕事に影響ある

という方も多いかと思うんですよね。そういう人方への、やはりサービスの低下というのは、これ

はあってはならないのかなと思います。それから、地域にとっても、その施設が重要な役割を持っ

ている場合も当然考えられると思います。 

 そういったことについて、地域保育所の在り方に対する市の考え方、これについて最後にお示し

いただきたいと思います。 

○向井子育て支援部長 地域保育所につきましては、先ほど課長からも御答弁をいたしましたよう

に、へき地保育所または季節保育所として昭和２０年代後半から設置をしてきたものであります

が、農山村地域における未就学児童の保育ニーズ等への受皿としての役割を長きにわたり担ってき

ましたものでありますことから、まずは、直営化によりサービス内容や利便性が低下することのな

いよう、現在の指定管理者である旭川保育協会や現場の保育士とも連携をしながら、適切な運営体

制の構築に努めてまいりたいと考えております。 

 一方で、少子化の進行により、全市的にも保育施設等の利用児童数が減少している状況にもあり

まして、地域保育所も同様であることを踏まえますと、保育の必要量など各地域の実情をしっかり

と見極めながら、子どもの健やかな成長を支えるための保育の内容や提供方法など、今後の農山村

地域における保育の在り方について検討してまいりたいと考えております。 

○上野委員 大変申し訳ございません。最後と言ったんですけど、１問飛ばしていることに気づき

まして、これを聞かなきゃならないことを忘れておりました。よろしいですか。 

 今、御答弁をいただいて、今後の在り方も話していただいたんですけども、その中で、現在勤務

している保育士の今後の処遇について質問を用意していたのを聞きませんでしたので、お答え願い

たいと思います。 

○熊谷子育て支援部こども保育課長 直営化に当たりましては、各地域保育所の実情を熟知し、保

護者とも関係性を構築している現在の保育士に継続して勤務していただくことが、移行後の安定的

な運営につながるものと考えております。 

 現在の保育士には、直営後の勤務意向も確認しながら、会計年度任用職員として任用することを

検討してまいりたいと考えております。 

○上野委員 ぜひ、今、勤めておられる保育士の方々が、このまま、私も何人か知っている方がい
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らっしゃって、話したこともあるんですけれども、ぜひ、次の働く場所というか、できれば同じ場

所で働けるような形で配慮していただければなと思いまして、この質疑については終わりたいと思

います。 

 それで、先ほど申し上げたように、これから続けますと午後０時を過ぎてしまいますので、一

旦、ここで切らせていただければと思いますが、皆さんにお諮り願います。 

○高花委員長 委員の皆様にお諮りいたします。 

 ただいま、上野委員から、お昼に少し早いのですが、切れのいいところでというお話がありまし

たので、休憩に入ってもよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○高花委員長 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時４７分 

──────────────────────────────────────────── 

再開 午後 １ 時００分 

○高花委員長 再開いたします。 

 御質疑願います。 

○上野委員 それでは、仕切り直しといたします。 

 あと残り時間２１分、項目は１項目になっております。 

 議案第１２号、旭川市事務分掌条例等の一部を改正する条例の制定について、機構改革と皆さん

がおっしゃっていますので、その件につきまして質疑いたします。 

 まず、機構改革につきましては、私も、今日の午前中のお２人がおっしゃっていたように、その

必要性というのは十分に感じております。といいますのは、私も学校の組織の中にいましたので、

学校の中では、校務分掌と言って、先生方は、ふだん、授業しかやっていないように思われるかも

分かりませんけれども、様々な授業以外の業務については分掌という機構の中で活動しておりま

す。 

 その中で、旭川市内の大きな学校はほとんど同じような分掌でやっていますけども、地方なんか

へ行きますと、小学校、中学校が並置のところでは、おっ、こんな部もあるよとか、あっ、ここと

ここが一緒なんだ、業務はこことここが一緒になっているんだと。例えば、学校祭、学芸会と運動

会というのは全く違うものだけども、それを、どうしても校内事情によって一緒にやらなければな

らないなんていう、そういった学校もございました。旭川市内は大規模ですのでかなり細かな分掌

に分かれてやってきておりますので、そういった機構の改革っていうのは、やっぱりその事情に合

わせて必要なんじゃないかなというふうには思っております。 

 しかしながら、その改革には、やはり、信念だとか、それから理念だとか、そういったものがな

くして形だけ変えていく形では駄目だと思いますし、また、執行していく中で不都合があっても、

やっぱり、それは変えればいいということではありますけども、なかなか、１年間の中でどこかで

変えるというわけにもいきませんので、そういった中では、やっぱり、しっかりとした議論をすべ

きじゃないかなと私は感じて、そういう視点でちょっとお話をさせていただきます。 

 まず初めに、確認をさせていただきたいのですが、先日の我が会派の金谷議員の大綱質疑で明確

な答弁がなかったことについてお聞きします。同じく大綱質疑の能登谷議員に対する答弁の中で１
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年前から検討していたということを聞きました。１年前からいじめ防止対策推進部を廃止するとい

うことを検討していたのであれば、第１回定例会で私が質疑した大綱質疑でのいじめ防止対策推進

部について、言葉が適切かどうか分かりませんが、胸を張った旭川市としての目玉だよという答弁

とは矛盾するのではないかという質問があったんですけども、明確なそこでの答弁がなかったもの

ですから、それについて答弁をいただきたいと思います。 

○梶山行財政改革推進部行政改革課長 機構改革の検討につきましては、過日の能登谷議員に対し

ます大綱質疑でも答弁させていただきましたが、約１年前から着手しました。あくまでも着手とい

うことでございますので、その段階からいじめ防止対策推進部を廃止するということがあらかじめ

決まっていたわけではないということを御理解いただきたいと思います。 

 また、移管されたとしましても、いじめ防止対策推進部が行ってきた業務の重要性というものは

変わるものではないと考えておりまして、その点におきましても、第１回定例会における上野議員

の大綱質疑への答弁には矛盾がないものではないかというふうに考えているところでございます。 

○上野委員 そのお言葉のとおり、理解をいたしました。 

 それでは、次の質問ですけれども、私も、この機構改革についてはやっぱり必要だなというふう

に思っていたのは、人口減、これが私にとってはやっぱり市の大きな課題だと思っています。推計

によりますと、２０３０年には３０万人を切って２９万８千８００人ほどになっていく、それか

ら、２０５０年、これに至っては大体２３万６千人ぐらいまで旭川の人口が減るんじゃないかとい

う推計が出されております。こういったものを考えたときに、今現在のやっぱり機構ではなかなか

機能していかないんじゃないかというふうに私も思っています。 

 今回の機構改革の中で、そういった人口減というものをどれほど意識されていたのか、お聞かせ

願いたいと思います。 

○梶山行財政改革推進部行政改革課長 今回の機構改革につきましては、令和６年４月に作成いた

しました旭川市行財政改革推進プログラム２０２４において機能的な組織体制の構築に取り組むこ

ととしておりましたが、これについても人口減という考え方に基づいて行うこととしております。 

 その背景といたしましては、委員の御指摘のとおり、人口減少、少子高齢化というものが確実に

進むというふうな社会課題を踏まえまして、将来的な職員数の減も見据えて、機能を集約して組織

をスリム化させ、機動力を発揮させることを目的といたしております。そのため、小規模な部局を

集約することで業務の繁閑に応じた柔軟な部内応援体制を可能にすること、さらには、このような

柔軟な対応によって職員が働きやすい環境を整備していきたいと考えているところでございます。 

○上野委員 当然、人口減少というのを頭に置きながら、今後も、この機構というのは変化しなが

ら進んでいくものだと思います。これまでの答弁の中でも、部長のほうから、形はない、様々な形

に変化していく、それから、検討ももちろんしていくという、そんなような話がありましたけど

も、それは、やはり、これからの人口減を見据えた上で、それ以外にもまた突然の様々な現状が出

てくるかも分かりませんから、それに合わせた形で考えていかなければならないものだと私も認識

しております。 

 ここからは、いじめ防止対策推進部に特化して質問させていただきます。 

 私たち会派では、髙橋紀博委員が最初に総括的な機構改革について御質問させていただき、江川

委員については女性活躍推進部、これについて聞いていただきました。私のほうは、いじめ防止対



- 106 - 

策推進部、ここについて、かねてより関心も強いので、聞かせていただきます。 

 まず、いじめ防止対策推進部を新設した経緯についてお話しください。 

○梶山行財政改革推進部行政改革課長 いじめ防止対策推進部新設に至った経緯でございますが、

本市でございましたいじめの重大事態に直面し、この課題を速やかに改善し、新たな対応や再発防

止策を進めなければならないという市長の強い思いと１期目の公約を検討の端緒として、新設に至

ったものというふうに認識しております。 

○上野委員 その経緯については、私も、十分、今も覚えております。当初、私は強烈に反対して

いたほうでしたので、市長部局にそのような部ができることについてはですね。経緯については覚

えております。 

 それでは、いじめ防止対策推進部設置の目的とその業務内容というのはどんなものがあったの

か、確認したいと思いますので、御答弁をお願いします。 

○梶山行財政改革推進部行政改革課長 いじめ防止対策推進部につきましては、市長直属の組織と

して、いじめ防止対策に当たって実効性のある体制構築と徹底した再発防止対策を整備するととも

に、市長部局と教育委員会が連携して一体的ないじめ防止対策を推進するものとして令和５年４月

に設置いたしたところでございます。 

 業務内容といたしましては、学校、教育委員会と連携を図りながら、いじめ防止の旭川モデルの

構築及びその運用をはじめとして、不登校対策などにも取り組んでいるところでございます。 

○上野委員 一番はやっぱり市長直属ということで、これは市長も売りにしているところで、日本

で初めて市長部局にいじめの対策部をつくったということであると思います。 

 実効性のある体制構築、徹底した再発防止、これについては、これまでも私は質疑を通して疑問

を投げかけてはおりますけれども、成果の中に、やはり、いじめの件数が増えた、それから、重大

事態の認知の件数が増えたということを成果に上げられていて、私も、この部分については、言葉

はちょっと不適切かも分かりませんけれども、特効薬としては非常に効果のあったやり方だったの

かなというふうに今は感じております。 

 しかしながら、本質的な徹底した再発防止対策、それから、発見された事象に対して、それじ

ゃ、どのように対応したのかなどというところには、私はまだ課題が多く残っていると思います。

もう一つ付け加えるならば、やはり、この件で、当初は、大分緩和されましたけども、アンケート

が頻繁に要求されて、学校現場の働き方に関わる忙しさというのが増していったっていうことは、

これは事実として残っているのではないかと思っています。 

 しかしながら、先ほど申し上げたように、インパクトの強いやり方で、学校全体がいじめという

ものを意識しながらその発見に努めたということについては、私なりに評価をさせていただきたい

とは思っております。 

 しかしながら、先ほど申し上げたように、それから先の、見つけた後の行動についてはまだまだ

課題があるんじゃないかなと私は思っています。そういったところで、いじめ防止対策推進部を廃

止する理由というのをここで御答弁願いたいと思います。 

○梶山行財政改革推進部行政改革課長 いじめ防止対策推進部につきましては、令和５年４月の設

置後、いじめ防止の旭川モデルの構築に加えまして、不登校など、児童生徒やその保護者が抱える

多様な課題に取り組んでまいりましたが、さらに取組を進める上では関係する部局とのさらなる連



- 107 - 

携の必要性が見えてきたところでございます。 

 こうした課題を踏まえまして、魅力ある都市の市役所としての機能強化と持続可能な行政運営を

テーマとして、機能を集約して組織をスリム化させ、機動力を発揮させることを目的に機構改革を

検討してきたところでございます。 

 いじめ防止対策推進部につきましては、いじめ・不登校相談で把握した多様な悩みやその背景に

ある家庭や養育、子どもの特性等の様々な課題への対応を含めた子どもと保護者に対する支援の充

実を図る必要があるものというふうに考えております。現状におきましても、こうした複合的な課

題を抱えたお子さんと保護者に対しましては、いじめ防止対策推進部と子育て支援部の両部で支援

を行っているケースも多いというふうに伺っております。 

 このため、家庭や養育の課題への対応につきましては、子育て支援部が所管する養育支援訪問事

業や子育て短期支援事業につなげることによる保護者の養育負担の軽減や、不登校の子どもへの支

援については、子ども食堂をはじめとした子どもの居場所との連携により、様々な課題を抱える子

どもが安心して過ごせる居場所の確保といったことについて、より一層、連携強化が図られるので

はないかというふうに考えております。同一の部となることでこういったことについての部内連携

が取りやすい環境になるというふうに期待しておりますことから、より効果的な事業構築ですと

か、人員体制の充実を図るために、いじめ防止対策推進部の機能をこども・女性・若者未来部に集

約、統合しようとするものでございます。 

○上野委員 ただいまの答弁で、統合することによって、今まで以上に、さらに、いじめの部分に

対しては業務内容が増えていくっていうふうに私には聞こえるんですよ。 

 この３年の間にいじめ防止対策推進部が行った内容というのは、窓口業務から始まって、そし

て、学校の間に入り、そしてそれを地域まで広げていくっていう、かなり広範囲な仕事をこの部で

こなしているわけなんですよね。それにプラス、今回の新たな連携という部分が、今までもやって

いたにしても、それがさらにまた増えていくのかなと、私はそんな感じがするんですけれども、今

後の業務について、今までの業務、全て引継ぎをされるのかどうなのか、そのあたりについてちょ

っと心配があるもんですから、御答弁いただきたいと思います。 

○梶山行財政改革推進部行政改革課長 いじめ防止対策推進部では、いじめ問題の再発防止の徹底

を図るため、こども家庭庁の支援もいただきながら、学校、教育委員会と市長部局が一体となっ

て、いじめ防止対策「旭川モデル」の構築と取組の推進を図ってきたところであり、令和５年度、

令和６年度につきましては組織や相談支援の体制構築や地域住民との連携強化の取組を進めてまい

りました。 

 また、令和７年度は、重大事態の再調査結果を踏まえ、精神科医、警察ＯＢ等の専門的人材の活

用や、いじめ防止・青少年育成サポーターとの連携による不登校児童への体験活動の提供や学習等

の支援に取り組んできており、今後も、旭川モデルの着実な推進を図るとともに、市長の２期目の

公約でありますフリースクール等への支援の推進ですとか、全国の自治体と連携した旭川モデルの

さらなる発展の実現に向けた取組を進める考えであるというふうに伺っております。 

○上野委員 答弁を聞くと、ますます、たくさん、いっぱい出てきたなという感じがします。 

 私にとっては、やっぱり大事なのは、今回、特効薬のようにこの部がやった一番の大きなところ

は、窓口業務が増えて、子どもたちが、いじめというと、そこに電話をかけるだけじゃなくて、保
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護者もそこに相談を持ちかけられるっていうのが大きな要素だったと思うんですよね。それが、業

務が広がることで薄らいでいくような感じがちょっといたしております。もっとこう、絞った形で

やっていいんじゃないかなという感じがしております。 

 それじゃ、ちょっと具体的になりますが、いじめ対策監について、どのようなお仕事をされるの

か、お聞きします。 

○梶山行財政改革推進部行政改革課長 いじめ対策監につきましては、新設のこども・女性・若者

未来部に置く担当部長として、いじめ防止対策推進部からの移管となりますいじめ部門とこども家

庭センターの機能を所管することとなります。組織の長といたしましてはこども・女性・若者未来

部長が担うことになりますけれども、所管の業務についてはいじめ対策監が部長としての権限を持

つことになります。 

○上野委員 初めてになりますので、これについては注目していきたいと思っております。 

 それで、人事に関わってもう一つお聞きしたいのは、いじめ防止対策推進部の中に教育委員会か

ら指導主事も含まれてこの中で活動されていたと思うんですよね。この指導主事の働きというの

は、私もお話を聞いておりましたけど、かなり、学校現場と保護者の間に入ったり、学校と教育委

員会の間に入ったり、様々な仕事に従事していたと思うんですが、彼らの今後の扱いについては、

部が変わってもそのまま引き続きされるのかどうなのか、お聞きします。 

○梶山行財政改革推進部行政改革課長 いじめ防止対策推進部には、市長部局と教育委員会が一つ

のチームとしてそれぞれの専門性を発揮するため、教育委員会の指導主事を併任発令しているとこ

ろでございます。 

 人事に関しますことなので、現時点で確定的なことは申し上げられませんけれども、新たな部へ

の移管に当たってもその必要性は変わらないという認識でございます。 

○上野委員 この問題については、今後どのようにするか、検討を十分にしていただきたいと思い

ます。 

 私は、彼らがこの部に所属していなくても、教育委員会に戻っても同じような仕事ができるんじ

ゃないかなというふうに思っております。それは、これから市の考えられることだと思っておりま

す。 

 そういった意味で、教育委員会との連携というのが今までとどのように変わっていくのか、お示

しいただきたいと思います。 

○梶山行財政改革推進部行政改革課長 今回の機構改革によりまして、いじめ防止対策推進部が統

合されることとなりますが、こども・女性・若者未来部のこども安心課がいじめ・不登校相談窓口

を所管するとともに、従前どおり、学校、教育委員会と市長部局が一体となっていじめ防止対策

「旭川モデル」の着実な推進とさらなる取組の強化を図っていく考えでありまして、学校現場への

支援につきましても、引き続き、学校ヒアリングや緊急支援チームの学校派遣等により、学校が必

要とする支援の把握ですとか、学校だけでは対応がし難い事案への適切な対処や重大化の防止、再

発防止に向けた支援の強化に努めていくことから、引き続き、教育委員会との連携は今までどおり

しっかりと図られるものというふうに認識しております。 

○上野委員 そこの連携が、私は、今後ますます必要なのかなと。できれば、教育委員会は教育委

員会の仕事としていじめ問題にも取り組んでいるわけですから、また最初の話に戻るんですけど
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も、こういった特別な市長部局のいじめというよりは、最終的には教育委員会がきちっとその役割

を果たすべきだと私は思っております。これは私見でございます。 

 ここまでまたいろいろ質疑をしてまいりましたが、市長の強い思いで設置したいじめ防止対策推

進部、僅か３年で廃止することになったことについては、なかなか納得がいっておりません。改め

て、この３年間の実績の重みをどう受け止め、なくすことをどう捉えているのか、お聞かせくださ

い。 

 また、いじめ防止対策推進部を市長部局につくった究極の目標は、旭川からいじめを少なくす

る、もしくは、なくなる、そういったことが目的であると私は思っています。その点について、ま

だまだ道半ばと私は考えておりますが、見解をお示しいただいて、私の質疑を終えたいと思いま

す。 

○浅利行財政改革推進部長 いじめ防止対策推進部は、委員の御指摘のとおり、本市で起こったい

じめ重大事態を踏まえまして、この問題を二度と繰り返さないという市長の強い思いから設置に至

ったわけでございます。 

 この間、学校現場、教育委員会と密に連携を取りながら、いじめ防止の旭川モデルの構築をはじ

め、いじめ・不登校専門の相談窓口を設置し、専門職を配置したり、あるいは、電話、手紙、チャ

ットといった様々な相談ツールを活用しながら、いじめの積極的な把握、そして、迅速な初期対

応、児童生徒への支援といったことを取り組んできたところでございます。 

 委員のおっしゃるとおり、いじめ防止対策の究極の目標は、当然、いじめの根絶ということにな

るわけでありますけれども、そのための道のりはまだ途上ということは我々も把握しているところ

でございます。この辺は委員の認識と全く同じでございまして、この目標の達成に向けた、今回、

一つの手段といたしまして、単独の部という形にあえてこだわらずに、これまでの取組をさらに前

進させようという強い思いと使命感を持って今回の機構改革の判断を行ったというふうに受け止め

ているところでございます。 

○高花委員長 理事者交代のため、暫時休憩いたします。 

休憩 午後１時２１分 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後１時２３分 

○高花委員長 再開いたします。 

 御質疑願います。 

○沼﨑委員 最後の質疑者となりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今回の補正予算等審査特別委員会では副委員長を拝命いたしました。これは、常任委員会も含め

て、私、初めての経験でございまして、大変身の引き締まる思いでおりました。何分、いろいろと

無案内でございましたが、高花委員長をはじめ、委員の皆様、議会事務局の皆様、また、理事者の

皆様の御尽力によって滞りなく議会運営がなされまして、充実した質疑がされてきたことに感謝申

し上げまして、最後の自分の質疑に入らせていただきます。 

 さて、機構再編というのが、今回、様々、取り上げられて、かなり多くの質疑の対象となってお

りました。今日もそうでしたし、金曜日にもいろいろと質疑がございました。 

 そこで、なぜいじめ防止対策推進部と女性活躍推進部が廃止されるのか、もちろん、気になると



- 110 - 

ころはそのとおりだと思いました。否定的な意見も様々あったと思いますが、私自身は肯定的な捉

え方をしているところでございます。 

 そもそも、行政機構というのは、固定的なものではなくて、時代の変化に対応した柔軟なもので

なければならないわけです。まちの課題や市民のニーズも、そのとき、そのとき、また、時代に合

わせて、社会情勢に合わせて変わってきます。中央省庁を見ても、特に経済産業省なんかはその傾

向が強いように感じますけれども、部局の再編というのは非常によくあることでございます。 

 それと関連して、昨年９月の令和６年第３回定例会での一般質問で、私は人口減少・少子化対策

というワンテーマで一般質問を行いました。人口減少・少子化対策というのは、旭川市のみなら

ず、我が国最大の課題であると言っても過言ではありません。経済競争力もそうですし、税収もそ

う、社会保険料収入もそう、医療や介護の支える側と支えられる側の人口バランスの問題もそう、

地方の人口偏在、過疎化とか、そういったものについては、もう全ての根本が人口減少、少子化と

いうことですので、本当に、これが解決すればほとんどの社会課題が解決するんじゃないかと言わ

れるぐらいの大きな課題であります。 

 ただ、これにどのように対応していくかというと、戦前、戦中の「産めよ殖やせよ」といったよ

うな子どもの頭数を増やすこと自体が目的化した政策ではなくて、子どもが大切にされて、社会全

体で子育てを応援していく環境が整って、子どもを持ちたいと願う人たちの希望がかなう社会にな

って、あくまでもその結果として少子化に歯止めがかかるということが求められているわけであり

ます。 

 そうした趣旨で、令和６年第３回定例会では、人口減少対策の指標をどうするのかとか、人工妊

娠中絶の現状についてとか、未婚化と結婚支援について、あるいは、社会減対策として、若者の定

着、なかんずく女性の雇用と労働環境などを取り上げまして、答弁では、総合政策部、保健所、女

性活躍推進部から御答弁をいただきました。さらに、その部の中でも、複数の課にまたがる、ある

いは係にまたがるテーマも多々あったかと思います。 

 そのため、その日の最後の質問で、市長に対し、このように伺いました。人口減少対策、少子化

対策というのは、部局横断的な政策であり、国においては、かつては少子化対策担当大臣が置か

れ、現在はこども政策担当大臣にその職務が引き継がれています、市においてはどうなのか、旭川

市の人口減少・少子化対策の責任者について、形式的には市長が市の全ての業務の最終責任者かも

しれませんが、各部局にまたがって政策を俯瞰する立場として、例えば、副市長の一人を担当に任

命するなどは考えられないでしょうかと。これに対して、今津市長からは、各部局が連携して横断

的な取組を進めることが必要であるという認識をお示しいただき、担当副市長を設けるというより

は、市長と３人の副市長が心をしっかりと一つにして市役所全体で取り組んでいきたい、そういう

御答弁をいただいております。 

 そういうやり取りが、１年以上前ですが、あったものですから、今回の機構改革によって、こど

も・女性・若者未来部ができたこと、そして、金曜日の質疑でも答弁があったように、機構改革に

より、より一層、連携が進むということでしたので、まずはこの流れを歓迎し、大きく期待してい

ます。 

 そこでまず、伺います。 

 こども・女性・若者未来部新設に当たり、人口減少・少子化問題についてどのように考えている
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のか、お聞かせください。 

○梶山行財政改革推進部行政改革課長 これまで、人口減少・少子化対策、特に若者の流出防止に

関わることにつきましては、施策が各部局に分散し、担当部局が不明確ということがありましたの

で、今回、こども・女性・若者未来部の分掌事務として若者に関することというものを定めたとこ

ろでございます。 

 全ての施策を集約することが効率的とは限りませんので、各部局で実施していたものにつきまし

ては引き続き行うこととなると思いますけれども、全体を総括し、若者という横串でそれらの施策

を俯瞰することは非常に有意義であるというふうに期待しているところでございます。 

○沼﨑委員 行政の縦割りを乗り越えて、若者というワードを横串にすることで、より一層、シー

ムレスな対応を図るということだと思いました。これは非常に重要なことで、よく決断されたなと

評価をしたいと思います。 

 女性活躍推進部がなくなるから女性活躍に後ろ向きだとか、いじめ防止対策推進部がなくなるか

らいじめ対策が後退するとか、そういったことはないだろうというふうに私は思います。国におい

ても、運輸省と建設省がなくなって国土交通省になりましたけど、運輸や建設がおろそかになった

でしょうか。厚生省と労働省がなくなって、医療政策や労働政策、福祉政策、後ろ向きになったで

しょうか。文部省と科学技術庁がなくなって文部科学省ができましたが、教育や科学技術がそれ以

前よりも軽んじられるようになったでしょうか。そんなことはないだろうと思います。 

 行政のシームレス化は、２０２３年に発足したこども家庭庁をつくった理由ということでもあり

ます。２０１８年に議員立法で成立した成育基本法に子どものための行政組織の見直しということ

が附則に明記されたことが法的位置づけの第一歩でありましたが、これも、先ほどは若者を横串に

ということでしたが、この場合、子どもを横串にして、行政の縦割り、国、都道府県、市区町村の

横割り、さらに、子どもの年齢によって受けられるサービスや適用される法律が変わることで混乱

もある年代割、こういったものを乗り越えて、子どもたちを中心に置いた社会へというコンセプト

でした。まさに、今、こども家庭庁が掲げているこどもまんなかというものです。 

 もともと、厚生労働省に子ども家庭局という部署があって、児童養護に尽力した塩崎恭久さんが

厚生労働大臣のとき、肝煎りで設置された部局ですが、漢字の「子」に平仮名の「ども」で子ども

家庭局でした。そういう名前の部局があったわけですから、最初は同じ表記で子ども家庭庁をつく

ろうという運動だったんですけど、設置に向けた会議で、２０２１年３月２日だったと記憶してお

りますが、虐待サバイバーの方から、ヒアリングを行った際、家庭が安住の場ではない子どももい

る、子どもと家庭はセットではない、子ども中心というなら家庭を取ってほしいと要望がありまし

て、その場にいた多くの国会議員が賛同して、さらに、表記も子どもが読めるように平仮名にしよ

うということになって、この日から、創設を目指す新省庁の名称が平仮名の「こども」でこども庁

というふうになりました。 

 そのこども庁をつくろうという計画がどんどん具体化するにつれて、いろいろな意見が寄せられ

るようになって、また家庭が復活して、こども家庭庁になったんですが、名称にこだわって設立が

遅れるようなことはあってはならない、元も子もないと。名を捨てて実を取ったと言えば言い過ぎ

かもしれませんが、このあたりの経緯について話すと非常に長くなるし、本日の質疑の趣旨とは無

関係なので、御関心のある方は飲みにでも誘ってください。 
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 こども家庭庁は、厚生労働省子ども家庭局と内閣府子ども・子育て本部の統合がメインですが、

障害児を育てる保護者の方から、ヒアリングを行った際、うちの子どもは障害者として大人と一緒

にされている、様々な制度も窓口も成長、発達という子ども特有の事情に合っていない面もある、

どうか、うちの子を子どもとして扱ってほしいという声が寄せられて、そういう声に応えて、それ

まで厚生労働省社会・援護局で所管していた障害児に関わる部分も統合することになりました。 

 当初は、実は、文部科学省初等中等教育局も統合したいっていう計画だったんですけれども、文

部科学省があまり乗り気じゃなくて、それどころか、文部科学省の下にこども家庭庁をつくるべき

だなんて話も水面下で出てきたんですけれども、ただ、その計画は、こども家庭庁を所管するので

あれば、医療費や児童手当などの給付行政が必要ですけど、あまり給付行政の御経験がないんじゃ

ないですかという、そういう反論の前についえました。個人的には、将来的に文部科学省初等中等

教育局も統合して子ども省になることを期待しております。 

 先ほどの障害児の所管の件に関連して、金曜日に、笠井まなみ委員から障害児に関わる部局はこ

ども・女性・若者未来部で所管しないのかという質疑もございました。もろもろ検討した上で現在

の形になったわけですが、機構再編というのは、あくまでも完全ということはなくて、しっかり、

そのとき、そのときの事情に合わせて今後も検討していくという御答弁がありました。常に、完成

はなく、その時々でのベストを求めていく姿勢こそが大切なのだと思います。これは、市長部局や

教育委員会だけではなく、我々議会もそうなんだろうと思っております。 

 さて、次に伺います。 

 部局の統合により連携がスムーズになったということで、予算要求も一体的に行うことになるの

でしょうか。これまで、部局間の谷間で手を出しづらかった政策もカバーできるようになり、予算

案作成においても新たな知見が生まれるのではないかと期待しております。 

 新年度予算の要求をどのように行うのか、お聞かせください。 

○梶山行財政改革推進部行政改革課長 この条例の施行日が令和８年４月１日ということですの

で、原則的には令和８年度の予算要求につきましてはそれぞれの部局から行うことになる、それを

集約するという形が、４月以降、取られることになると思いますけれども、今議会において議決を

いただきました場合には新体制を意識した業務構築というものが想定されますし、また、来年度以

降の予算要求においては、これまでの部の垣根を越えた自由度の高い発想による事業によって有機

的な連携効果も期待できるものというふうに考えております。 

○沼﨑委員 来年度予算については従来の部局からの要求を集約するということでしたが、新体制

発足後は新たな効果が期待できるということでした。こちらも期待しております。 

 続けて、伺います。 

 いじめ防止対策推進部は、いじめ対策の旭川モデルの実践に当たる部局として設立され、これま

で表に出なかったと思われるようないじめ事案が把握され、認知件数も伸びておりますので、対策

が取られるようになったなど、成果を上げていると伺っております。 

 この旭川モデルの特徴の一つとして、いじめ防止対策推進部は、市長部局にありながら、教育委

員会との併任職員もいて、市長部局と教育委員会との情報共有その他、連携強化に努めているとい

うことでした。 

 今回の機構改革によって、これまで子育て支援部や女性活躍推進部が担っていた分野について
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も、教育委員会との連携がよりよく取られるようになるのかが気になるところであります。例え

ば、子育て支援部所管の私の未来プロジェクトと教育委員会所管の学校における性教育について、

重複する内容がないか、本年６月の第２回定例会一般質問で伺ったところ、学校教育部のほうか

ら、それぞれのよさを生かしながら、内容が重複しないよう、各部局が連携しながら検討を進めて

いく、そういう答弁をいただいております。そのほかにも、性教育、プレコンセプションケア、男

女共同参画やジェンダー平等といったこと、また、学齢期の子が対象者であるＨＰＶワクチンに対

する科学的に正しい知識の啓発など、子どもや若者の健康教育に関わることなどで、様々な部局が

教育委員会との連携強化、特に、今回一緒になる子育て支援部、強化されるのであれば、それは大

変すばらしいことなんだろうというふうに思っておりますが、この点についてはいかがでしょう

か、お聞かせください。 

○梶山行財政改革推進部行政改革課長 委員が御指摘のとおり、いじめ防止対策推進部につきまし

ては、教育委員会と一体となっていじめ防止対策を進めてきたところでございます。当然ながら、

現在の子育て支援部等とも必要に応じて連携を図ってきたものというふうに認識しておりますが、

これまでの中で構築してきました教育委員会との連絡体制が、今後も引き続き共有されることが期

待されているところでございます。 

 さらには、これまで各部が築き上げてきました関係団体とのネットワークですとか人脈などにつ

いても、部が一つになる、統一部局になることによって共有されてさらなるシナジー効果を生み出

す、こういったようなことも期待しているところでございます。 

○沼﨑委員 部局統合による様々なさらなるシナジー効果を生み出すということが期待されるとい

うことで、いろいろと先ほども申し上げましたようなところで進展が見られるのではないだろうか

と期待をしているところです。 

 続いて、伺います。 

 本年３月に旭川市こども計画が策定されました。これは、こども基本法に基づくもので、国にお

いて閣議決定された政府全体の子ども施策の基本的な方針であるこども大綱を勘案して、都道府県

と市町村においても策定が努力義務とされているものです。 

 こども大綱は、これまで別々に作成、推進されてきた、少子化社会対策基本法、子ども・若者育

成支援推進法及び子どもの貧困対策の推進に関する法律、この３つの法律に基づく、３つの大綱が

それぞれの法律ごとにそれまでつくられてきたんですが、こども基本法によって子ども施策に関す

る基本的な方針や重要事項等を一元的に定めるということになったものです。 

 旭川市こども計画においても、２０２９年度までの５年間の計画としていろいろと具体的な方針

が定められていまして、これは、本当に非常に重要な計画であるというふうに感じております。こ

の旭川市こども計画の所管は今まで子育て支援部ということでしたが、今回の機構再編に伴ってこ

ども・若者・女性未来部にこちらも集約されるんだろうというふうに思います。 

 そこで、伺います。 

 今回の機構再編によって旭川市こども計画の実効性の中にいろいろ書いてある施策がより実効的

になるんじゃないか、そういったことを期待しているんですけれども、この点についてはいかがで

しょうか。 

○梶山行財政改革推進部行政改革課長 ただいま委員が御指摘のとおり、旭川市こども計画につき
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ましては、こども・女性・若者未来部の所管となりますけれども、同計画におきましては、こども

基本法の定義を踏まえまして、青年期についてはおおむね３０歳未満、施策の内容によっては４０

歳未満のポスト青年期の方まで、いわゆる若者とされる方を含んでおりますので、今回の機構改革

によって、より実効性が高まり、取組が充実すると見込んでいるところでございます。 

○沼﨑委員 より充実した取組が見込まれるということでございました。 

 こども計画を実行していく上では、今回統合する部局以外の教育委員会であるとか保健所である

とか、そのほか生活支援とか就労支援に関わる部局、さらには、旭川市じゃなくて、現在、道が所

管しておりますが、児童相談所など、いろんなところとの連携ということも必要になってくる計画

なわけですけれども、そうした部分での進展も、大きな部局になって、数のメリットといいます

か、スケールメリット、できることによっていろいろと進んでいくということを期待しておりま

す。 

 続いて、若者というワードも今回入っております。若者支援についてお伺いしたいと思います。 

 新しい部局名で、若者支援というと、イメージでは、進学や就職であるとか、就労後のキャリア

形成、結婚や子育てといったいろいろと幅広いテーマが含まれるように思われるんですけれども、

今回の機構改編に当たって若者という文言に込めた意味をお聞かせください。 

○浅利行財政改革推進部長 まず、部局名に若者というふうに入れた点につきましては、先ほど

来、課長からも答弁がありましたとおり、そもそも、子どもの概念には、法令上においても、ある

いは市の計画においても若者というものが含まれているところでありまして、これまでも、子育て

支援部をはじめ、各部局において若者に関する施策というものに取り組んできたわけであります。 

 そうした中で、部局名に若者という言葉をあえて入れたところには、これからの本市を担う若者

が生き生きと暮らせるようなまちにしなければならないという、今津市長の、強い、そして、将来

に向かった思いというものを酌んだものになっているわけであります。 

 ちょっと話はずれるかもしれませんけど、私は、生まれは実は旭川ではないんですが、小学校の

ときに旭川に来て、高校を卒業するまで旭川にいた、大学で本州に行きましたが、結果、やはりこ

のまちに住みたいということで戻ってきた者であります。 

 そういう意味では、このまちに住みたいとか、このまちで仕事をしたい、たまたま入ったのが市

役所でございますので、市民のために何かをしたいという気持ちがあったので、私、ここに今いる

わけでありますけれども、先週、誕生日を迎えまして、もう若者から程遠くなりましたけれども、

若者を卒業した人間のやはり責務というのが、きっと、これからの若者たちを育てること、守って

いくこと、そして、何ていうんでしょう、育てていくことが責務なのではないかなというふうに思

うわけでございまして、結果、役所としていろんな施策をやっておりますけれども、そういった中

で、経済の発展とかいろんなことがありますけれども、結果として、市民がここに住んでいてよか

った、安心できるということを目指すのがまちづくりというものだと思いますので、それらを今後

つかさどっていくのがまさに若者、地元に住んでいる若者ということになるんではないかなという

ふうに思います。 

 で、若者に対する施策につきましても、これから予算編成ということで、具体的なお話を申し上

げることはできませんけれども、新たに若者を取り扱う部局が、その名のとおりできるわけなの

で、やはり、そこが中心となって、リーダーシップを取って、全体の横串となって俯瞰をしていっ
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て、政策というものをどんどん、どんどん充実させることが、結果、旭川の将来をいいものにして

いくのではないかなというふうに考えております。 

○沼﨑委員 今、部長から大変熱い思いを語っていただきまして、本当に全くそのとおりだなとい

う意図で聞いておりました。 

 私も、この間、４３歳になりまして、平均寿命とかを考えると、そろそろ人生折り返し地点かな

というところですけれども、そうした中で、自分は、もう、多分、あと、どんなに頑張っても、１

００歳まで生きる人もいますけど、元気でまちを歩いていろいろできるのはあと４０年ぐらいかな

と思うわけですけれども、やっぱり、近所を歩いている幼稚園の子とか小学生の子を見ると、いや

あ、この子たちは、まだ６０年、７０年、未来があるんだなと。その頃の旭川を自分は見ることが

できないけれども、この子たちは、見るどころか、まさに生活者としてそういう場を過ごしていく

んだなという思いでおります。そういう中で、やっぱり、そういった次世代を継ぐ若い人たち、あ

るいは、子どもたちが希望を持って過ごしていけるまちにしなければいけないというふうに思って

おります。今の部長の熱い思いを聞いて、非常に希望が持てるような思いになりました。 

 具体的な施策というのは、予算要望がこれからあるということで、まだまだちょっと具体的に言

えないところもあるということでしたけれども、若者という横串を刺すということで行政の縦割り

を乗り越えた取組が進展していくのだと受け止めました。就学前か後かとか、あるいは、１８歳に

なったか２０歳になったかでぶつりと切るのではなくて、成長、発達の過程にある方々を切れ目な

く支えていこう、そういう意図が今回の機構再編にあるのだというふうに思いました。 

 そういえば、若者というワードといえば、さっきも少し触れたこども家庭庁創設に向けて動いて

いたとき、最初に立ち上げたのが国会議員有志の勉強会で、その名前がＣｈｉｌｄｒｅｎ Ｆｉｒ

ｓｔの子ども行政のあり方勉強会というものでしたが、そこで取りまとめた第１次提言書を当時の

菅義偉総理のところに持っていって、こども家庭庁をつくってくれという話をしたときに、菅総理

がまずは党内で議論を深めてほしいと当時の二階俊博幹事長にその場で指示を出して、総裁直属機

関として立ち上がったのが「こども・若者」輝く未来創造本部という会議体でした。若者とか未来

とかが入っている点に何か御縁を感じるところであります。新部局が期待した成果を上げられるよ

うに、議会の立場からも応援していきたいというふうに思っております。 

 最後に、ちょっと個人の感想のようなものを申し上げますが、今回の特別委員会では機構改革に

ついて非常に多くの質疑がありました。議会としての関心も高いということだと思います。これ

は、市長部局や教育委員会が、財政事情も厳しい中で、いかに効率化を図り、市民のために最良の

体制を構築するのか、時代に合わせた変化に挑戦していることだというふうに受け止めておりま

す。部長ポストも減るということで、やはり、痛みも伴う身を切る改革だったのではないかと拝察

いたします。 

 そして、これは、何度も、様々な、私以外のいろいろな方からの質疑でも答弁があったように、

機構改革に完成というものはなくて、これからも不断の見直しを図っていくというふうに聞いてお

りました。 

 翻って、私たち議会はどうなのかということを、ちょっと、私はお話を聞きながら考えておりま

した。議会も、市民の税金で運営される市民のための会議体であります。かつて、旭川市議会は、

人口１万人に議員１人という考えから、３６人の定数を３４人に削減しました。今や、旭川市の人
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口は３２万人を切っています。これからどうするのかと。私個人としては、人口１万人に議員１人

という考えが必ずしも常に妥当するとは思いません。その時々の状況によって、いろいろと、社会

経済情勢も含めて、特に市民の声を聞きながら考えていくことだと思いますが、この市民の声です

ね。議員全員が本当に市民のために全力で頑張って期待に応えてくれていると市民が感じてくれて

いるのなら今のままでも何も問題ないと思うんですが、果たして市民はどう考えているんだろう

か、自分はどう見えているんだろうかと非常に思います。 

 かつて、広島県安芸高田市では、市長が議員定数削減条例案を議会に提出した際、定数削減は議

会軽視であるという批判がありました。それに対し、当時の市長がこのように答えています。議会

軽視というならば、居眠りをする、一般質問をしない、説明責任を果たさない、これこそ議会軽視

の最たるものです、恥を知れ、恥をと。もし旭川市議会で同じ発言がされた場合、胸を張って、自

信を持って反論できるようでなくてはならないなと自分に言い聞かせているところでございます。 

 機構改革が議案に上る上で抱いた感想でした。 

 以上で、私の質疑を終わります。 

○高花委員長 他に御質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○高花委員長 他に御質疑がなければ、以上で、本特別委員会に付託を受けております議案第２号

ないし議案第３９号の令和７年度旭川市各会計補正予算とこれに関連を有する議案及び単独議案の

以上３８件に対する質疑は、全て終了いたしました。 

 したがいまして、これより本特別委員会としての結論の取りまとめに入る運びとなるわけであり

ますが、結論の取りまとめと議長宛て審査報告書及び委員長口頭報告の案の作成につきましては、

代表者会議で執り行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後１時５２分 

──────────────────────────────────────────── 

再開 午後４時２０分 

○高花委員長 再開いたします。 

 本特別委員会に付託を受けております各号議案３８件につきましては、先ほどまでの委員会で全

ての質疑を終了し、その後、本特別委員会としての結論の取りまとめを行うため、各会派１名によ

る代表者会議で意見の調整を図ってまいったわけであります。 

 代表者会議における取りまとめの経過につきましては、それぞれ代表委員等を通じて御承知のこ

とと思いますので、この際、その説明は省略させていただき、結果のみについて御報告申し上げた

いと思います。 

 すなわち、代表者会議における取りまとめの結果につきましては、議案第２号ないし議案第１１

号及び議案第１３号ないし議案第３９号の以上３７件につきましては、いずれも全会一致をもっ

て、原案どおり可決すべきものと決定し、議案第１２号につきましては、意見の一致を見るに至ら

なかったところであります。 

 これより、討論に入ります。 

 発言の申出がありますので、順次、発言を許します。 
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○髙橋紀博委員 議案第１２号に対して、反対の立場で討論いたします。 

 以下、簡潔に理由を述べます。 

 今回の機構改革で女性活躍推進部がなくなり、こども・女性・若者未来部に統合されることに関

して反対いたします。 

 そもそも、旭川市においては、市民部婦人青少年室に始まり、その後、女性と子どもは一緒では

ないという考え方から生活交流部青少年課と生活交流部女性政策課に分けられました。さらに、男

女共同参画を進める過程で生活交流部男女共同参画推進課となり、市制１００年・女性活躍推進担

当を経て、令和５年、今津市長の思いの下、女性活躍推進部が設置されました。そのことにより、

ジェンダー平等政策の本質である女性を一人の人間として認められるようになるということに多く

の市民が期待を持ちました。 

 今回、これらの経緯に逆行し、子どもと同じ課に戻すことに関しては、ジェンダー平等政策の後

退だと市民から怒りとも思える失望の声が上げられています。 

 市からは、ためらわずに見直すとの答弁がありましたが、現段階で立ち止まるべきと考え、反対

いたします。 

 以上です。 

○駒木委員 公明党を代表し、議案第１２号、旭川市事務分掌条例等の一部を改正する条例の制定

について、賛成の立場で意見を述べさせていただきます。 

 議案第１２号に提案されている機構改革案については、子どもから若者、そして多様な立場の市

民を切れ目なく支える体制を構築するための重要な一歩であり、その方向性については評価し、本

議案に賛成するものであります。 

 特に、新たに設置されるこども・女性・若者未来部は、子育て支援、いじめ防止対策、若者支

援、男女共同参画など、これまで個別に担われてきた施策を一体的に進めることにより、伴走型で

実効性の高い支援につながる可能性を有していると考えます。 

 質疑を通じて、市長が掲げる、市民にとって使いやすく、職員にとって働きやすい、持続可能な

行政運営という思いが、いわゆる今回の機構改革案に込められていることも確認できました。部局

間の壁を越え、縦と横の連携を強化する狙いは、現代の複雑化、多様化する課題に対応する上で不

可欠であり、その第一歩として評価できるものと考えます。 

 一方で、新部局の名称であるこども・女性・若者未来部については、今後の検討の余地があると

考えます。女性活躍推進部が担ってきた理念は、男女共同参画の推進であり、性別を問わず、誰も

が活躍できる社会の実現であります。しかし、市民目線では、女性という表現が対象を限定して受

け取られる可能性も否定できません。今後の運営状況や市民の受け止めを踏まえ、より誤解のない

開かれた名称の在り方について積極的に検討していくべきと考えます。必要があれば、名称の見直

しも含めて検討することをここで強く求めておきます。 

 今後の課題は残されておりますが、まずは、新体制を着実に動かし、現場の声を丁寧に拾い上げ

ながら改善を重ねていくことが重要であります。 

 今回提案されている機構改革案が実効性あるものとなり、旭川市が次世代に誇れる行政運営を進

めていくことを期待し、議案第１２号、旭川市事務分掌条例等の一部を改正する条例の制定につい

て、賛成討論といたします。 
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○高花委員長 以上で、発言の申出による討論は終了いたしました。 

 他に御発言はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○高花委員長 他に御発言がなければ、討論終結と認め、これより採決に入ります。 

 採決は、分割により行います。 

 まず、議案第１２号の旭川市事務分掌条例等の一部を改正する条例の制定について、起立により

採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案につきましては、原案どおり可決すべきものと決定することに賛成の委員の起立を求めま

す。 

（起立する者あり） 

○高花委員長 起立多数であります。 

 よって、本案は、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第２号ないし議案第１１号及び議案第１３号ないし議案第３９号の以上３７件につい

て採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案につきましては、いずれも原案どおり可決すべきものと決定することに御異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○高花委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 ただいまの委員会の決定に基づき、議長宛て審査報告書及び委員長口頭報告の作成に取りかかる

運びとなるわけでありますが、あらかじめ、その文案を作成しております。 

 議長宛て審査報告書の文案につきましては、それぞれ代表委員等を通じて御承知のことと思いま

すので、この際、配付につきましては省略させていただき、委員長口頭報告のみ議会事務局から朗

読いたします。 

○林上議会事務局次長 補正予算等審査特別委員会委員長口頭報告案を朗読いたします。 

 本特別委員会に付託を受けておりました議案第２号ないし議案第３９号の令和７年度旭川市各会

計補正予算とこれに関連を有する議案及び単独議案の以上３８件につきまして、その審査経過並び

に結果を御報告申し上げます。 

 まず、審査経過でありますが、本特別委員会は、１２月１１日から１５日までの間、委員会を３

回開催し、理事者に対し、審査に必要な資料の提出を求めながら、付託議案に対する質疑のみをま

ず先に行い、さらに、一切の質疑が終了した後、各会派１名による代表者会議において結論の取り

まとめに当たるなど、その運営に努めてまいった次第であります。 

 審査過程における主な質疑項目につきましては、後日、御配付させていただき、直ちに付託議案

に対する本特別委員会としての結論を申し上げたいと思います。 

 すなわち、議案第１２号の旭川市事務分掌条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、

民主・市民連合の髙橋紀博委員から反対である旨の、公明党の駒木委員から賛成である旨の討論が
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あった後、採決に入り、起立採決の結果、起立多数をもって、原案どおり可決すべきものと決定

し、議案第２号ないし議案第１１号及び議案第１３号ないし議案第３９号の以上３７件につきまし

ては、いずれも全会一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定した次第であります。 

 以上、極めて概括ではありますが、本特別委員会の審査経過と結果の報告を終わらせていただき

ます。 

 何とぞ、本特別委員会の決定どおり、議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○高花委員長 それでは、議長宛て審査報告書と、ただいま議会事務局次長が朗読いたしました委

員長口頭報告につきましては、そのとおり報告することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○高花委員長 御異議なしと認め、そのように決定させていただきます。 

 以上で、本特別委員会の議事は、全て終了いたしました。 

 それでは、これをもちまして、本特別委員会を閉会いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

閉会 午後４時３０分 


